
琉
球
の
守
護
神
・
航
海
神
と
し
て
の
「
弁
財
天
」

―
―
そ
の
重
奏
と
変
奏
を
薩
琉
関
係
か
ら
よ
む
―
―

木

村

淳

也

は
じ
め
に
―
―
琉
球
に
お
け
る
航
海
の
祭
祀

日
本
の
南
端
に
浮
か
ぶ
大
小
三
六
三
の
島
々
か
ら
な
る
沖
縄
県
は
、
か
つ
て
「
琉

球
」
と
呼
ば
れ
た
海
洋
国
家
で
あ
っ
た
。
故
に
、
船
舶
に
よ
る
国
内
・
外
域
と
の
交

流
が
頻
繁
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
と
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
船
舶
と
い

う
交
通
手
段
は
、
現
在
で
も
し
ば
し
ば
報
道
が
な
さ
れ
る
通
り
、
難
破
・
遭
難
と
い

う
リ
ス
ク
を
避
け
て
通
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
王
府
時
代
に
は
そ
の
リ
ス
ク
を
回
避

す
る
た
め
の
行
動
と
し
て
、
航
海
前
や
難
船
時
に
、
そ
の
安
全
や
無
事
の
帰
還
を
願

う
儀
礼
・
祭
祀
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
。

例
え
ば
、
唐
へ
進
貢
す
る
船
の
出
発
前
に
は
、
国
王
自
ら
が
参
詣
し
て
そ
の
無
事

を
祈
る
。
祈
願
対
象
と
な
る
場
所
は
、
末
吉
宮
、
識
名
観
音
堂
、
普
天
間
宮
、
弁
が

嶽
、
弁
財
天
堂
な
ど
の
聖
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
豊
見
山
和
行
の
指
摘
か
ら
窺

（
１
）

え
る
。

し
か
し
、
そ
の
願
い
も
虚
し
く
、
不
幸
に
し
て
難
船
し
て
し
ま
っ
た
場
合
、
彼
ら
は

い
か
よ
う
に
対
処
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

【
資
料
１
】
宮
良
当
宗
『
頭
役
被
仰
付
候
以
来
日
記
』（
一
八
九
四
年
七
月
四
日
）

今
日
漸
々
風
波
猛
敷
吹
起
終
に
大
風
吹
出
火
輪
船
火
焼
方
も
不
相
叶
風
侭
漂
着
嶋
影

も
不
相
見
へ
十
方
を
失
候
付
道
そ
い
つ
地
と
も
着
岩
い
た
し
候
方
に
御
守
護
被
為
在

度
普
天
満
權
現
并
觀
音
堂
沖
之
寺
波
上
寺
四
御
前
へ
向
御
立
願
仕
候
折
猶
々
風
雨
猛

敷
終
に
大
風
相
成
船
艫
表
左
右
之
厠
并
中
等
之
家
我
々
相
住
居
候
所
波
に
被
打
破
及

危
船
萬
死
一
生
之
涯
立
至
り
そ
の
ひ
や
ん
御
嶽
弁
財
天
弁
之
御
嶽
住
吉
め
い
之
し
ん

へ
御
立
願
仕
猶
又
髪
を
切
海
上
へ
祭
上
聞
得
大
君
御
殿
へ
龍
樋
之
御
水
上
度
と
之
御

立
願
仕
積
入
荷
物
打
捨
漸
々
風
波
靜
相
成
翌
四
日
夜
二
更
之
比
に
て
も
候
半
向
に
嶋

影
相
見
へ
候
…
（

（
２
）

後
略
）

資
料
１
は
一
八
九
七
年
、
八
重
山
の
頭
役
で
あ
っ
た
宮
良
当
宗
の
日
記
で
あ
る
。

宮
良
は
石
垣
か
ら
那
覇
へ
向
か
う
途
次
、
大
時
化
で
難
船
し
て
し
ま
う
の
だ
が
、
こ

れ
を
見
る
と
難
船
時
に
船
上
で
ど
の
よ
う
な
祭
祀
を
行
っ
た
の
か
が
解
る
。
ま
ず
１
、

普
天
間
権
現
、
首
里
観
音
堂
、
沖
寺
、
波
上
社
の
四
カ
所
へ
立
願
、
２
、
首
里
・
園

比
屋
武
御
嶽
、
弁
才
天
堂
、
弁
ヶ
嶽
、
住
吉
、
め
い
之
し
ん
、
と
い
っ
た
拝
所
へ
の

立
願
、
３
、
髪
の
毛
を
切
っ
て
海
上
に
祭
る
、
４
、
聞
得
大
君
御
殿
へ
首
里
城
の
龍

樋
の
水
を
献
上
す
る
と
の
立
願
、
５
、
積
み
荷
を
船
の
外
へ
投
げ
捨
て
る
、
と
い
う

の
が
祭
祀
の
順
番
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
前
掲
４
と
し
て
挙
が
る
聞
得
大
君
だ
が
、こ
れ
は
琉
球
の
最
高
神
女（
官

僚
的
巫
女
組
織
の
ト
ッ
プ
）
の
こ
と
で
、
国
家
安
寧
や
航
海
安
全
等
を
神
に
祈
願
し

た
巫
女
的
存
在
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
方
で
、
水
難
事
故
に
お
け
る
祈
願
対
象
で
あ

り
、
幸
い
に
し
て
死
を
免
れ
た
琉
球
、
大
和
の
船
頭
ら
は
、
聞
得
大
君
御
殿
に
龍
樋

の
水
や
青
銅
な
ど
を
捧
げ
て
結
願
し
た
と

（
３
）

い
う
。
つ
ま
り
聞
得
大
君
自
身
が
「
航
海

守
護
神
」
そ
の
も
の
と
し
て
見
做
さ
れ
、
琉
球
海
域
を
航
海
す
る
船
頭
達
か
ら
信
仰

を
あ
つ
め
た
の
で
あ
る
。
聞
得
大
君
が
現
人
神
化
す
る
そ
の
背
景
に
は
、
琉
球
の
基
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層
的
信
仰
で
あ
る
「
を
な
り
神
」
信
仰
の
存
在
が
指
摘
で
き
る
。
琉
球
で
は
兄
弟
か

ら
姉
妹
を
指
し
て
「
ヲ
ナ
リ
」、
姉
妹
か
ら
兄
弟
を
指
し
て
「
ヱ
ケ
リ
」
と
い
い
、

姉
妹
は
兄
弟
に
対
し
て
霊
的
な
守
護
力
を
有
す
る
と
さ
れ
た
。
例
え
ば
『
お
も
ろ
さ

う
し
』
巻
一
三
は
「
船
ゑ
と
の
お
も
ろ
御
さ
う
し
」
と
い
う
節
名
が
付
い
て
お
り
、

船
上
で
謡
わ
れ
た
歌
謡
を
収
載
し
た
も
の
で
（「
ゑ
と
」
と
は
労
働
作
業
の
時
に
唱

和
す
る
掛
け
声
の

（
４
）

こ
と
）、
そ
の
九
六
五
番
歌「
一
吾
が
お
な
り
御
神
の
／
守
ら
て
ヽ

お
わ
ち
や
む
／
や
れ

ゑ
け
／
又
弟
（
お
と
）
お
な
り
御
神
の
／
又
綾
蝶

成
り
よ

わ
ち
へ
／
又
奇
せ
蝶

成
り
よ
わ
ち
へ
」
は
、
私
の
姉
妹
の
魂
が
蝶
に
化
し
て
船
上

の
兄
弟
を
守
護
し
て
く
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
謡
っ
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。

琉
球
・
沖
縄
で
は
、
そ
の
よ
う
な
基
層
信
仰
の
上
に
様
々
な
神
が
重
層
化
し
て
い

る
。
そ
の
一
つ
が
、
現
在
も
中
国
・
福
建
省
を
中
心
と
し
て
幅
広
く
信
仰
を
あ
つ
め

る
「
媽
祖
」
で
あ
る
。
琉
球
に
お
い
て
媽
祖
の
信
仰
は
根
強
く
、
航
海
の
安
全
祈
願

に
際
し
て
は
媽
祖
を
祀
る
久
米
村
の
天
妃
廟
に
参
詣
し
、
渡
唐
や
江
戸
立
の
船
に
は

「
船
菩
薩
」
と
称
さ
れ
た
媽
祖
像
が
積
載
さ
れ
た
。
ま
た
、
媽
祖
が
「
船
菩
薩
」
と

言
わ
れ
る
こ
と
か
ら
も
解
る
と
お
り
、
こ
こ
に
観
音
菩
薩
の
信
仰
も
重
層
化
し
て
い

る
。観
音
の
航
海
神
化
は
、浙
江
省
の
舟
山
群
島
内
に
位
置
す
る
観
音
の
一
大
霊
場
・

普
陀
山
の
信
仰
に
由
来
し
て
お
り
、
清
代
に
お
い
て
は
、
媽
祖
の
本
拠
で
あ
る
福
建

の
�
州
島
と
同
様
、
近
隣
の
漁
船
や
商
船
が
立
ち
寄
っ
て
航
海
安
全
を
祈
願
す
る
聖

地
で
あ
っ
た
。
琉
球
に
お
け
る
基
層
信
仰
と
媽
祖
・
観
音
の
習
合
、
重
層
化
の
詳
細

に
関
し
て
は
、
東
ア
ジ
ア
海
域
に
お
け
る
信
仰
体
系
の
問
題
が
絡
ん
で
お
り
、
先
に

指
摘
し
た
豊
見
山
論
を
は
じ
め
、
重
要
な
先
行
研
究
が
あ
る
の
で
参
照
さ
れ

（
５
）

た
い
。

１
、
航
海
守
護
神
と
し
て
の
弁
財
天

と
こ
ろ
で
、
資
料
１
を
見
る
と
、
今
ま
で
挙
げ
て
き
た
聞
得
大
君
や
媽
祖
、
観
音

以
外
に
も
、
航
海
安
全
の
祈
願
対
象
と
し
て
弁
財
天
や
住
吉
神
、「
め
い
之
し
ん
」

と
い
っ
た
神
の
姿
が
み
え
る
。
住
吉
神
は
、
す
で
に
『
古
事
記
』
の
神
功
皇
后
記
に

み
え
る
航
海
神
で
あ
り
、
特
に
説
明
の
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
弁
財
天
と「
め

い
之
し
ん
」
に
関
し
て
は
少
々
解
説
が
い
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
「
め
い
之
し
ん
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
こ
れ
は
那
覇
市
の
南
部
の

鏡
水
（
現
・
自
衛
隊
那
覇
駐
屯
地
の
内
部
）
に
所
在
す
る
聖
所
「
箕
隅
御
嶽
（
ミ
ー

ヌ
シ
ン
）」
の
こ
と
で
、
前
後
二
つ
の
洞
窟
を
本
殿
と
し
て
お
り
、
旅
の
加
護
・
子

安
を
祈
願
し
た
拝
所
で
あ

（
６
）

っ
た
。『
遺
老
説
伝
』（
一
七
四
五
頃
）
に
は
以
下
の
よ
う

な
伝
承
が
み
つ
か
る
。

【
資
料
２
】『
遺
老
説
伝
』
附
巻

第
一
三
九
話

小
祿
郡
、
儀
閒
邑
の
西
に
、
一
山
崗
有
り
。
峩
然
高
秀
、
樹
木
最
茂
す
。
下
に
洞
窟

有
り
。
形
箕
器
に
似
て
、
深
闊
幽
雅
に
し
て
神
の
在
る
が
ご
と
し
。
一
日
、
人
有
り
、

正
觀
音
像
を
其
の
中
に
奉
り
、
以
て
尊
信
致
す
。
至
聖
至
靈
に
し
て
、
禱
り
て
應
ぜ

ざ
る
無
し
。
近
世
至
り
、
日
本
諸
舵
工
、
資
金
を
喜
損
し
、
拜
殿
を
創
造
す
。
且
つ

復
た
一
洞
有
り
、
亦
た
賓
頭
盧
を
供
養
す
。
今
、
人
の
崇
信
有
る
こ
と
無
し
。

こ
の
御
嶽
は
も
と
も
と
那
覇
港
の
入
り
口
近
く
に
所
在
し
、
ラ
ク
ダ
山
と
の
異
称

が
あ
る
よ

（
７
）

う
に
、
そ
の
形
状
か
ら
航
海
の
目
印
と
な
っ
た
場
所
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
説
話
に
お
い
て
観
音
像
の
奉
祀
が
説
か
れ
る
こ
と
は
、
御
嶽
の
信
仰
に
、
航
海
守

護
神
と
し
て
の
観
音
が
重
層
し
た
も
の
と
理
解
で
き
よ
う
。

【
資
料
３
】『
八
社
縁
起
由
来
』（
抜
粋
）

箕
隅
弁
財
天
社

祭
神
、
市
杵
嶋
姫
命
、
十
五
王
子

弁
財
天
社
。
硫
�
城

祭
神
、
市
杵
嶋
姫
命
、
十
五
王
子

弁
財
天
社
。
中
渡
地

祭
神
、
市
杵
嶋
姫
命
、
十
五
王
子

し
か
し
明
治
初
期
に
記
さ
れ
た
『
八
社
縁
起
由
来
』（
資
料
３
）
を
見
る
と
、
不
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思
議
な
こ
と
に
、
こ
の
御
嶽
の
祭
神
が
弁
財
天
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
同
書
に
は
硫
黄
城
に
も
弁
財
天
社
が
あ
る
と
記
さ
れ
る
が
、『
琉
球
国
由
来
記
』

（
一
七
一
三
年
）「
硫
�
城
ウ
ガ
ミ
ノ
事
」
を
み
る
と
「
右
囲
ノ
内
、
御
嶽
有
。
所
ノ

人
、
且
、
薩
府
ヨ
リ
御
米
積
ニ
来
ル
船
頭
、
水
主
、
勧
進
ニ
テ
、
康
煕
廿
五
丙
寅（
一

六
八
六
）
拝
殿
、
同
三
十
三
甲
戌
（
一
六
九
四
）
ニ
御
嶽
ノ
門
ヲ
再
建
立
ス
。
…
」

と
あ
っ
て
、
当
該
御
嶽
の
祭
神
が
、
当
時
は
弁
財
天
と
は
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
硫
黄
城
の
御
嶽
の
拝
殿
や
門
が
一
七
世

紀
末
に
薩
摩
の
船
頭
ら
に
よ
っ
て
再
建
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

（
８
）

あ
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ

ん
、
大
和
の
船
頭
ら
が
、
硫
黄
城
御
嶽
を
航
海
守
護
の
神
と
見
な
し
た
か
ら
こ
そ
な

さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
祭
神
の
弁
財
天
へ
変
化
と
関
係
す
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
本
稿
で
考
え
て
み
た
い
問
題
で
あ
る
。
ま
た
一
方
、
渡
地
の
弁
財
天
に
関
し

て
は
資
料
不
足
の
た
め
詳
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
地
域
は
那
覇
の
港
湾
近

く
に
あ
っ
た
集
落
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
も
航
海
守
護
の
力
を
期
待
し
て
建
立
さ
れ
た

も
の
と
一
応
は
理
解
さ
れ
よ
う
。

そ
も
そ
も
、
先
ほ
ど
か
ら
述
べ
て
い
る
「
弁
才
（
財
）
天
」
と
は
一
体
ど
の
よ
う

な
神
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
行
研
究
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、
簡
単
に
解
説
し
て
み

（
９
）

た
い
。
こ
の
神
は
、
イ
ン
ド
土
着
の
川
の
神
・
サ
ラ
ス
ヴ
ァ
テ
ィ
ー
が
様
々
な
習
合

を
繰
り
返
し
、
豊
穣
・
弁
舌
・
学
問
・
知
恵
・
音
楽
の
女
神
と
な
り
、
さ
ら
に
仏
教

へ
取
り
込
ま
れ
て
生
ま
れ
た
存
在
で
あ
る
。
弁
才
天
の
日
本
へ
の
流
入
は
奈
良
朝
頃

と
言
わ
れ
て
い
る
。
当
時
の
造
形
は
二
通
り
あ
っ
て
、
八
臂
像
は
八
本
の
手
に
武
器

を
執
る
形
像
で
、
勝
軍
の
祈
り
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
一
方
で
、
二
臂
の
琵
琶
を

弾
く
形
像
は
、
知
恵
・
弁
才
・
音
楽
の
祈
願
対
象
で
あ
る
、
我
々
も
よ
く
知
る
と
こ

ろ
の
「
妙
音
弁
才
天
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
平
安
末
期
に
な
る
と
、「
弁
才
天
五
部

経
」（
偽
経
）
に
よ
っ
て
、
こ
の
弁
才
天
が
、
と
ぐ
ろ
を
巻
い
た
蛇
体
に
、
老
人
の

首
を
の
せ
た
穀
物
神
・
宇
賀
神
と
習
合
し
て
、「
宇
賀
弁
財
天
」
と
い
う
も
の
に
変

化
し
て
ゆ
く
。
こ
の
宇
賀
弁
財
天
は
院
政
期
に
成
熟
し
、
福
徳
を
掌
る
神
と
し
て
中

世
を
通
し
て
活
躍
し
て
い
っ
た
。
ま
た
こ
の
宇
賀
弁
財
天
と
は
、
山
本
ひ
ろ
子
に
よ

れ
ば
、
荒
神
と
も
関
係
が
深
か
っ
た
と

（
１０
）

い
う
。
荒
神
は
福
徳
を
奪
う
祟
り
神
的
性
格

を
も
つ
も
の
だ
が
、「
利
益
を
奪
う
」
と
い
う
こ
と
は
、「
利
益
操
作
を
す
る
」
と
い

う
こ
と
に
も
解
釈
で
き
る
の
で
、
妨
碍
神
か
つ
福
徳
神
と
い
う
両
義
的
性
格
を
持
ち

う
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
宇
賀
神
・
荒
神
の
性
格
を
一
身
に
併
せ
持
つ
神
と
し
て
、

十
禅
師
と
い
う
も
の
も
存
在
し
、
こ
れ
ら
が
渾
然
と
な
り
、
天
地
を
融
合
し
、
一
体

と
す
る
働
き
を
も
っ
た
神
と
し
て
習
合
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
な
ぜ
こ
の
弁
財
天
が
、
琉
球
で
は
航
海
守
護
の
神
と
な
り
得
る
の
だ
ろ

う
か
。
確
か
に
日
本
に
お
い
て
は
、
弁
財
天
は
水
と
関
係
が
深
い
神
と
し
て
理
解
さ

れ
て
お
り
、
宗
像
三
女
神
・
市
杵
嶋
姫
と
の
習
合
、
垂
迹
の
例
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ

る
。
ま
た
、
航
海
安
全
を
福
徳
の
一
種
と
考
え
れ
ば
、
辻
褄
が
合
わ
な
い
こ
と
も
な

い
。
し
か
し
、
琉
球
の
弁
財
天
と
は
、
そ
の
よ
う
な
日
本
の
信
仰
の
延
長
線
上
で
考

え
得
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
琉
球
に
お
い
て
弁
財
天
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
理
解

さ
れ
受
容
さ
れ
た
の
か
、
以
下
関
連
テ
キ
ス
ト
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
こ
れ
を
考
え

て
ゆ
き
た
い
。

２
、
琉
球
を
守
護
す
る
神
々

―
―
『
琉
球
神
道
記
』
か
ら
「
冊
封
使
録
」
へ

琉
球
関
連
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
「
弁
財
天
」
言
説
の
嚆
矢
は
、
一
六
〇
三
年
か
ら

約
三
年
間
、
琉
球
に
逗
留
し
た
浄
土
僧
・
袋
中
良
定
の
『
琉
球
神
道
記
』
で
あ
る
。

【
資
料
４
】『
琉
球
神
道
記
』
巻
五

キ
ン
マ
モ
ン
事

（
■
は
梵
字
）

又
�
一
紀
一
囘
ノ
荒
神
�
亦
二
七
日
ヲ
期
ト
ス
。
國
ニ
惡
心
貶
毀
ノ
者
ア
レ
バ
。
必

是
ヲ
刑
罰
ス
。
誹
謗
ノ
者
ヲ
バ
口
ヲ
裂
。
惡
心
ハ
胸
ヲ
切
。
執
モ
押
ザ
ル
女
性
等
。

鉾
戟
ノ
フ
ル
マ
ヒ
猶
勇
シ
。
所
作
ノ
惡
業
�
一
一
ニ
諳
ニ
宣
テ
�
責
給
フ
。
當
人
諍

ベ
キ
樣
ナ
シ
。
若
�
遠
嶋
ノ
者
ヲ
バ
�
早
舟
シ
テ
呼
メ
ス
。
或
ハ
又
�
惡
心
ノ
者
�

常
ニ
毒
蛇
ノ
攻
ア
リ
。
信
者
ハ
見
ル
コ
ト
ナ
シ
。
況
ヤ
傷
害
ヲ
ヤ
。
託
女
三
十
三
人
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ハ
皆
以
王
家
也
。
妃
モ
其
一
ツ
ナ
リ
。
聞
補
君
ヲ
長
ト
ス
。
都
テ
君
ト
稱
ス
。
此
外

�
夷
中
邊
土
ノ
託
女
ハ
�
數
モ
定
ナ
シ
。
家
ヲ
モ
起
ズ
�
■
■
（
キ
ン
マ
モ
ン
）
ニ

�
陰
陽
ノ
二
神
ア
リ
。
天
ヨ
リ
下
給
フ
�
■
■
（
ギ
ラ
イ
カ
ナ
イ
）

ノ

■
■
（
キ
ン

マ
モ
ン
）
ト
稱
ス
。
海
ヨ
リ
上
給
夫
フ
ヲ
�
■
■
（
オ
ボ
ツ
カ
グ
ラ
）

ノ

■
■
■
（
キ

ン
マ
モ
ン
）
ト
稱
ス
。
都
テ
辨
才
天
ナ
リ
。

琉
球
の
独
自
の
神
道
を
説
明
し
た
巻
五
の
「
キ
ン
マ
モ
ン
事
」
と
い
う
項
目
を
み

る
と
、
罪
人
に
刑
罰
を
下
す
「
荒
神
」
と
い
う
存
在
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
後
半

に
は
陰
陽
二
神
の「
キ
ン
マ
モ
ン
」に
つ
い
て
説
明
が
あ
る
。
こ
の
キ
ン
マ
モ
ン（
君

真
物
）
と
は
、
聞
得
大
君
を
は
じ
め
と
す
る
神
女
に
よ
り
つ
く
神
で
、
琉
球
神
道
の

最
高
神
と
い
う
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
袋
中
は
こ
れ
ら
を
「
都
テ
辨
才
天

ナ
リ
」
と
記
し
て
い
る
。
渡
辺
匡
一
の
指
摘
に
従
え
ば
、
袋
中
は
キ
ン
マ
モ
ン
が
竜

宮
（
ニ
ラ
イ
・
カ
ナ
イ
）
よ
り
訪
れ
る
龍
蛇
の
神
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
宇
賀

弁
財
天
に
解
釈
し
た
の
だ
と
思
わ

（
１１
）

れ
る
。『
琉
球
神
道
記
』
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
に

関
し
て
は
、
島
村
幸
一
が
す
で
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
琉
球
の
神
祇
が
真
言
密
教

と
深
く
関
係
し
て
お
り
、
琉
球
に
お
け
る
神
仏
習
合
と
本
地
垂
迹
を
説
こ
う
と
し
た

も
の
と
言

（
１２
）

え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
琉
球
国
王
を
冊
封
す
る
た
め
に
中
国
か
ら
派
遣
さ
れ
た
冊
封
使
ら
は
、
帰

国
後
に「
冊
封
使
録
」を
記
し
、
自
ら
の
見
聞
と
業
績
を
報
告
す
る
の
が
通
例
と
な
っ

て
い
る
が
、
そ
の
中
の
い
く
つ
か
に
は
、「
琉
球
の
守
護
神
」
に
つ
い
て
報
告
・
解

釈
し
た
記
述
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
を
年
代
順
に
取
り
上
げ
検
討
し
て
み
た
い
。

【
資
料
５
】
陳
侃
『
使
琉
球
録
』（
一
五
三
四
年
）

俗
畏
神
。
神
皆
以
婦
人
為
尸
、
凡
経
二
夫
者
、
則
不
之
尸
矣
。
王
府
有
事
、
則
哨
聚

而
来
。
王
率
世
子
及
陪
臣
、
皆
頓
首
百
拝
。
所
以
然
者
、
以
国
人
、
凡
欲
謀
為
不
善
、

神
即
夜
以
告
就
擒
之
。
聞
、
昔
倭
寇
有
、
欲
謀
害
中
山
王
者
、
神
即
禁
錮
其
舟
、
易

而
水
為
盬
、
易
而
米
為
砂
。
訪
就
戮
矣
。
為
其
守
護
斯
土
。
是
以
国
王
敬
之
、
而
国

人
畏
之
也
。
尸
婦
、
名
女
君
、
首
従
動
経
三
五
百
人
、
各
戴
草
捲
携
樹
枝
、
有
乗
騎

者
、
有
従
行
者
、
入
王
宮
中
以
遊
戯
。
一
唱
百
和
、
聲
音
悲
慘
、
来
去
不
時
。

【
資
料
６
】
夏
子
陽
『
使
琉
球
録
』（
一
六
〇
六
）「
群
書
質
異
」

国
中
敬
神
。
神
有
女
王
者
。
乃
王
宗
姉
妹
之
属
世
由
神
選
以
相
代
。
選
時
、
神
附
之

言
、
送
女
王
宮
、
遂
倐
然
霊
異
。
雖
適
配
者
、
亦
不
再
合
焉
。
惟
国
当
�
播
種
、
先

一
日
、
王
詣
其
宮
拝
竈
、
女
王
以
酒
觴
之
余
亦
不
相
見
也
。
五
穀
成
時
、
女
王
必
渡

海
、
至
孔
達
佳
山
、
採
成
熟
者
数
穂
嚼
之
、
各
山
乃
敢
穫
。
若
女
王
未
嘗
、
而
先
穫

者
食
之
、
立
斃
。
故
盗
採
之
奸
、
不
禁
自
息
。
聞
、
昔
倭
来
寇
、
神
輒
、
化
其
米
為

沙
、
其
水
為
盬
。
或
時
人
忽
為
盲
啞
、
而
舟
倐
為
崩
裂
、
倭
反
見
困
詳
去

【
資
料
７
】
汪
楫
『
使
琉
球
雑
録
』（
一
六
八
四
年
）
巻
三

伝
聞
、
国
祀
六
臂
女
神
。
手
執
日
月
、
名
曰
辨
戈
天
。
霊
異
特
著
。
以
婦
人
不
二
夫

者
為
尸
、
尸
名
女
君
。
王
及
世
子
陪
臣
、
莫
不
稽
首
致
敬
。
国
有
不
良
、
神
輙
告
王

擒
之
。
隣
寇
来
侵
、
神
、
易
水
為
盬
、
化
米
為
沙
。
尋
即
解
去
。
故
国
人
、
事
神
甚

謹
。
明
有
使
臣
、
至
国
、
与
王
談
讌
頗
洽
。
因
問
王
曰
、
国
無
城
郭
、
少
兵
甲
。
何

以
禦
外
侮
。
王
備
言
、
女
神
之
霊
。
曰
、
可
恃
以
無
恐
也
。
使
臣
曰
、
脱
神
偶
不
霊
、

則
将
何
恃
。
其
後
、
倭
忽
大
至
、
殺
掠
甚
惨
。
執
王
及
王
相
以
去
、
久
之
始
釈
。
王

曰
、
神
之
霊
、
遂
為
天
使
一
言
、
敗
之
乎
。
嗣
是
、
不
復
以
辨
戈
天
為
言
。
所
過
寺

院
、
亦
未
見
有
祀
之
者
。

【
資
料
８
】
周
煌
『
琉
球
国
志
略
』（
一
七
五
九
年
）「
祠
廟
」・
善
興
寺
項
目

仏
堂
供
不
動
王
并
三
首
六
臂
天
孫
神

【
資
料
９
】
李
鼎
元
『
使
琉
球
記
』（
一
八
〇
二
）
嘉
慶
五
年
九
月
二
九
日
条
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往
遊
辨
才
廟
。
廟
荒
落
、
供
弁
財
天
女
。
通
事
云
、
神
昔
霊
異
特
著
、
号
弁
戈
天
、

能
易
水
為
盬
、
化
米
為
沙
、
以
禦
外
患
。
経
某
天
使
一
言
、
敗
之
遂
不
霊
、
後
改
称

辨
才
天
女
。
然
国
人
、
至
今
猶
崇
祀
、
惟
謹
。
或
曰
、
即
天
孫
女
、
又
曰
即
君
君
、

天
孫
氏
之
長
女
也
。

ま
ず
資
料
５
、
一
五
三
四
年
の
陳
侃『
使
琉
球
録
』だ
が
、
神
は
女
性
で
あ
る「
尸

（
よ
り
ま
し
）」
に
懸
か
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
「
尸
」
は
「
女
君
」
と
い
う
名
で
、

王
府
の
祭
祀
を
取
り
仕
切
る
存
在
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
神
の
霊
力
と
し

て
は
、
不
善
を
告
げ
る
、
倭
寇
に
対
し
て
水
を
潮
に
、
米
を
砂
に
変
え
る
と
い
う
よ

う
な
『
中
山
世
鑑
』
と
類
同
す
る
文
章
が
見
え
る
。
次
に
資
料
６
、
一
六
〇
六
年
の

夏
子
陽
『
使
琉
球
録
』
を
見
る
と
、
神
は
女
王
で
あ
り
、
王
室
の
姉
妹
が
選
ば
れ
る
、

と
の
認
識
が
あ
り
、
神
の
霊
力
に
関
し
て
の
言
及
は
陳
侃
録
と
類
同
し
た
も
の
と
い

え
る
。
や
や
時
代
が
下
る
が
、
次
に
一
六
八
四
年
の
汪
楫
『
使
琉
球
雑
録
』（
資
料

７
）
を
見
て
み
た
い
。
前
代
の
冊
封
使
録
を
踏
襲
し
な
が
ら
も
、
国
家
祭
祀
の
神
と

し
て
「
辨
戈
天
」
と
い
う
六
臂
の
神
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
独
自
性
を
み
る

こ
と
が
で
き
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
「
弁
才
天
」
の
誤
り
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
だ

が
、
こ
の
文
章
に
引
き
続
い
て
女
君
の
祭
祀
が
記
さ
れ
て
い
る
部
分
を
考
え
併
せ
る

と
、
女
君
の
祭
祀
対
象
と
し
て
「
辨
戈
天
」
に
繋
が
り
を
持
た
せ
る
意
図
が
あ
る
よ

う
に
思
え
る
。
ま
た
こ
こ
で
も
、
異
朝
の
賊
を
退
け
る
神
の
異
能
と
し
て
、
前
代
の

冊
封
使
録
と
同
様
の
記
述
が
見
え
る
。
こ
れ
が
、
一
七
五
九
年
の
周
煌
『
琉
球
国
志

略
』（
資
料
８
）
に
な
る
と
、
三
首
六
臂
の
神
は
「
天
孫
神
」
と
な
り
、
さ
ら
に
一

八
〇
二
年
、
李
鼎
元
『
使
琉
球
記
』（
資
料
９
）
に
お
い
て
は
、「
弁
財
天
」
と
は
国

人
が
崇
敬
す
る
神
で
「
天
孫
女
」
あ
る
い
は
「
君
君
」
と
呼
称
さ
れ
、
琉
球
開
闢
に

際
し
現
れ
た
天
孫
氏
の
長
女
で
あ
る
、
と
明
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
ら
冊
封
使
録
に
お
け
る
、
琉
球
の
守
護
神
に
関
す
る
言
説
を
年
代
順
に
並
べ

て
み
る
と
、
夏
子
陽
録
（
一
六
〇
六
年
）
と
汪
楫
録
（
一
六
八
四
年
）
の
間
の
約
八

〇
年
で
、
琉
球
の
守
護
神＝

弁
財
天
と
い
う
構
図
が
成
立
し
て
い
る
と
言
え
る
。
冊

封
使
録
の
執
筆
に
お
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
冊
封
使
自
身
の
独
自
解
釈
も
混
在
し
て
い

る
だ
ろ
う
が
、
基
本
的
に
は
王
府
官
人
た
ち
か
ら
の
聞
き
取
り
が
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト

を
占
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、「
弁
財
天＝

琉
球
の
守
護
神
」
と
い
う
認

識
は
、
王
府
官
人
層
の
意
識
変
化
に
連
動
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

３
、
王
府
テ
キ
ス
ト
に
現
れ
た
「
弁
財
天
」

『
琉
球
神
道
記
』
に
お
い
て
、
弁
才
（
財
）
天
と
解
釈
さ
れ
た
琉
球
の
守
護
神
は
、

さ
ら
に
冊
封
使
ら
の
記
録
に
お
い
て
「
弁
才
（
財
）
天＝

天
孫
神
（
シ
ネ
リ
キ
ュ
・

ア
マ
ミ
キ
ュ
の
長
女
・
君
君
）」
と
い
う
よ
う
に
、
一
段
階
進
ん
だ
よ
う
な
構
図
を

と
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
、
琉
球
王
府
自
身
に
お
け
る
自
国
の
神
（
守
護
神
）

の
認
識
を
考
え
て
み
た
い
。

【
資
料
１０
】『
中
山
世
鑑
』
巻
一
「
琉
球
開
闢
之
事
」

曩
昔
、
天
城
ニ
、
阿
摩
美
久
ト
云
神
、
御
坐
シ
ケ
リ
。
天
帝
是
ヲ
召
レ
、
宣
ケ
ル
ハ
、

此
下
ニ
、
神
ノ
可
住
霊
処
ア
リ
去
レ
ド
モ
、
未
ダ
島
ト
不
成
事
コ
ソ
、
ク
ヤ
シ
ケ
レ
。

爾
降
リ
テ
、
島
ヲ
可
作
ト
ゾ
、
下
知
シ
給
ケ
ル
。
…
（
中
略
）
天
帝
ノ
御
子
、
男
女

ヲ
ゾ
、
下
給
。
二
人
、
陰
陽
和
合
ハ
無
レ
ド
モ
、
居
処
、
並
ガ
故
ニ
、
往
来
ノ
風
ヲ

縁
シ
テ
、
女
神
胎
給
、
遂
ニ
三
男
二
女
ヲ
ゾ
、
生
給
。
長
男
ハ
国
ノ
主
ノ
始
也
。
是

ヲ
天
孫
氏
ト
号
ス
。
二
男
ハ
諸
候
ノ
始
。
三
男
ハ
百
姓
ノ
始
。
一
女
ハ
君
々
ノ
始
。

二
女
ハ
祝
々
ノ
始
也
。
…
守
護
ノ
神
モ
現
ジ
給
。
キ
ミ
マ
モ
ン
ト
ゾ
、
称
シ
奉
ル
。

キ
ミ
マ
モ
ン
ト
申
ス
ニ
、
陰
陽
ノ
二
神
ア
リ
。
ヲ
ボ
ツ
カ
グ
ラ
ノ
神
ト
申
ス
ハ
、
天

神
也
。
ギ
ラ
イ
カ
ナ
イ
ノ
神
ト
申
ス
ハ
、
海
神
也
。
…
新
懸
神
ト
申
ハ
、
海
神
也
。

五
年
・
七
年
ニ
、
一
度
ノ
出
現
ナ
リ
。
公
卿
・
大
夫
・
師
長
ニ
到
ル
マ
デ
、
心
ス
ナ

ヲ
ニ
、
敬
信
ア
ル
者
ノ
家
々
ハ
、
来
梳
有
テ
、
寿
ヲ
シ
給
ヘ
ケ
ル
ヤ
、
心
奢
侈
有
テ
、

邪
詭
ナ
ル
者
ノ
家
ニ
ハ
、
至
リ
給
ハ
ズ
。
剰
ヘ
、
尋
常
ノ
悪
行
ヲ
、
具
ニ
宣
給
テ
、
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刑
罰
ヲ
加
ヘ
給
。
…
荒
神
ト
申
ス
ハ
、
海
神
也
。
是
ハ
、
世
澆
季
ニ
及
ビ
、
不
仁
乱

逆
ノ
者
共
、
出
来
ル
時
、
三
十
年
ヤ
五
十
年
ニ
、
一
度
現
給
テ
、
刑
罰
ヲ
行
テ
、
使

諸
枉
者
直
。
…
密
ニ
念
ニ
、
往
古
ハ
人
ノ
心
モ
、
皆
信
実
無
妄
ニ
シ
テ
、
専
ラ
如
在

ノ
誠
敬
ノ
ミ
ナ
ル
ニ
ヤ
、
異
朝
ノ
賊
船
、
襲
来
レ
バ
、
或
ハ
大
風
ヲ
吹
セ
、
或
ハ
水

ノ
潮
ト
成
、
米
ノ
砂
ト
成
テ
、
敵
ヲ
拒
グ
ニ
、
便
有
ト
カ
ヤ
。
…

琉
球
史
書
の
嚆
矢
で
あ
る
『
中
山
世
鑑
』（
一
六
五
〇
）
に
は
、
昔
ア
マ
ミ
ク
（
あ

る
い
は
ア
マ
ミ
キ
ョ
）
と
い
う
神
が
天
帝
の
命
に
よ
り
国
作
り
を
行
っ
た
が
、
人
種

が
無
か
っ
た
た
め
、
天
帝
の
子
三
男
二
女
が
下
界
に
下
さ
れ
、
そ
の
う
ち
長
女
は

「
君
々
」
の
始
め
と
な
っ
た
と
あ
る
。「
君
」
と
は
高
級
神
女
の
こ
と
で
、
聞
得
大
君

や
高
級
神
女
に
繋
が
る
祖
先
神
的
存
在
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た

同
時
に
守
護
の
神
も
出
現
す
る
が
、
こ
れ
は
『
琉
球
神
道
記
』
の
理
解
と
同
様
、
不

善
の
者
を
告
げ
知
ら
せ
、
刑
罰
を
与
え
る
存
在
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
琉
球
の
開
闢

や
神
の
説
明
に
関
し
て
は
、
後
代
の
『
中
山
世
譜
』（
一
七
二
四
〜
）、『
球
陽
』（
一

七
四
三
〜
）
で
も
基
本
的
に
『
中
山
世
鑑
』
を
踏
襲
し
て
お
り
、
大
枠
に
変
化
は
な

い
。
ま
た
後
段
二
行
を
見
る
と
、
そ
の
昔
、
人
々
の
心
が
素
直
な
時
代
に
は
神
が
出

現
し
た
が
、
こ
れ
は
異
朝
の
賊
船
が
襲
来
す
る
と
大
風
を
吹
か
せ
、
水
を
潮（
塩
水
）

に
、
米
を
砂
に
変
え
て
こ
れ
を
防
ぐ
と
い
う
異
能
を
示
す
存
在
と
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
れ
ら
を
み
れ
ば
、
王
府
の
公
的
な
言
説
空
間
に
お
い
て
は
、
キ
ン
マ
モ
ン

（
琉
球
の
守
護
神
）
は
「
弁
財
天
」
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
認
識
は
存
在
し
て
い

な
い
こ
と
が
言
え
る
。
た
だ
、
一
つ
気
に
な
る
の
は
、
次
に
掲
げ
る
『
球
陽
』
の
記

事
で
あ
る
。

【
資
料
１１
】『
球
陽
』
巻
一
「
琉
球
開
闢
」

遺
老
伝
に
記
す
、
往
昔
の
世
、
人
心
篤
実
な
れ
ば
、
神
常
に
之
れ
が
為
に
護
衛
し
、

感
有
れ
ば
必
ず
応
ず
。
間
々
海
冠
の
来
侵
す
る
有
れ
ば
、
則
ち
神
、
輒
ち
其
の
米
を

化
し
て
沙
と
為
し
、
其
の
水
を
鹹
と
為
す
。
或
い
は
冠
賊
を
し
て
盲
唖
と
為
ら
し
む
。

忽
然
と
し
て
颶
風
遽
か
に
起
り
、
舟
皆
沈
覆
し
崩
裂
す
と
。
後
世
に
至
り
、
人
心
機

巧
に
し
て
祭
に
臨
み
て
懈
怠
す
。
故
に
護
衛
の
神
、
復
常
に
は
見
は
れ
ず
と
爾
云
ふ

（
託
遊
の
俗
、
伝
へ
て
尚
豊
王
の
世
に
至
る
ま
で
尚
存
す
る
有
り
）。

前
掲『
中
山
世
鑑
』本
文
の
後
半
二
行
を
踏
襲
し
た
記
事
と
い
え
る
が
、
割
注（
括

弧
部
）
は
『
球
陽
』
に
よ
っ
て
付
さ
れ
た
独
自
の
記
述
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、

尚
豊
王
の
時
代
で
あ
る
一
六
二
一
〜
一
六
四
〇
年
ま
で
は
、
神
が
託
遊
す
る
こ
と
が

あ
っ
た
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
、
と
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
の
時
代
を
境
界
線
と
し

て
、
琉
球
の
守
護
神
に
一
つ
の
画
期
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
以
下
で
考
え
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

次
に
、『
球
陽
』
を
基
本
テ
キ
ス
ト
と
し
な
が
ら
、
王
府
の
記
述
に
現
れ
た
弁
財

天
の
足
跡
を
追
っ
て
み
た
い
。

【
資
料
１２
】『
球
陽
』
附
巻
一

尚
質
王
一
〇
年
（
一
六
五
七
）

馬
国
隆
（
国
頭
王
子
正
則
）、
西
森
厳
部
の
前
に
於
て
、
拝
殿
を
創
建
し
、
弁
才
天

女
（
中
国
の
斗
姥
又
は
宇
賀
神
将
と
称
し
、
又
は
斗
母
君
と
叫
ぶ
）
を
供
奉
す
。
而

し
て
昼
夜
、
此
に
至
り
、
焚
香
祭
酒
、
以
て
太
守
光
久
公
の
洪
福
を
祈
る
。

ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
一
六
五
七
年
に
、
国
頭
正
則
（
馬
国
隆
）
が
西
森
厳
部

に
拝
殿
を
創
建
し
、「
弁
才
天
女
」
を
供
奉
し
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
国
頭
正
則

は
、
一
六
四
三
年
に
尚
賢
王
即
位
の
謝
恩
使
、
一
六
五
三
年
に
将
軍
徳
川
家
綱
襲
封

の
慶
賀
使
を
務
め
た
琉
球
王
府
の
重
臣
で
あ
り
、
島
津
氏
に
年
頭
を
寿
ぐ
使
者
な
ど

も
し
ば
し
ば
務
め
た
事
で
知
ら
れ
る
。
こ
の
間
に
島
津
家
当
主
・
光
久
の
信
を
得
た

よ
う
で
、
三
司
官
の
証
人
制
度
の
免
除
な
ど
、
王
府
の
訴
え
を
認
め
さ
せ
る
功
を
あ

げ
て
い
る
と

（
１３
）

い
う
。
そ
の
正
則
が
将
来
し
た
「
弁
才
天
女
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
宇
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賀
弁
財
天
で
あ
っ
た
こ
と
が
冒
頭
の
一
文
で
明
白
と
な
る
。
そ
し
て
、
最
後
の
一
文

で
は
、
こ
の
弁
財
天
の
供
奉
は
、
島
津
光
久
の
洪
福
を
祈
る
た
め
で
あ
る
、
と
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
正
則
の
妻
は
金
武
王
子
朝
貞
の
娘
で
、
の
ち
（『
傳
姓
池
原
家
家
譜
』

等
に
よ
る
と
康
煕
初
（
一
六
六
一
〜
）
頃
）
に
聞
得
大
君
に
な
っ
た
人
物
で
あ
る
点

は
興
味

（
１４
）

深
い
。
こ
の
点
も
後
段
で
検
討
し
た
い
。

【
資
料
１３
】『
球
陽
』
巻
七

尚
貞
王
十
三
年
（
一
六
八
一
）

始
め
て
、
毎
年
正
・
五
・
九
月
間
、
吉
旦
を
択
び
得
て
、
聖
主
、
識
名
社
・
観
音
堂

に
幸
行
す
る
の
時
、
亦
弁
財
天
亭
に
幸
し
て
以
て
国
土
の
泰
平
を
祈
る
こ
と
に
定
む
。

資
料
１３
を
み
る
と
、
一
六
八
一
年
に
は
、
弁
財
天
堂
（
亭
）
に
お
い
て
国
土
安
寧

を
祈
る
国
王
行
幸
が
規
式
化
さ
れ
た
と
あ
る
。
こ
れ
は
琉
球
の
弁
財
天
信
仰
に
と
っ

て
大
き
な
画
期
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

【
資
料
１４
】『
球
陽
』
附
巻
二

尚
貞
王
十
九
年
（
一
六
八
七
）

唐
栄
の
東
に
一
山
林
有
り
。
山
高
か
ら
ず
し
て
秀
雅
、
林
大
な
ら
ず
し
て
茂
蔚
す
。

而
し
て
其
の
神
は
、
弁
財
天
女
（
中
国
の
斗
姥
）
と
曰
ふ
。
至
聖
至
霊
に
し
て
祷
り

て
応
せ
ざ
る
無
し
。
…
（
中
略
）
…
万
歴
年
間
（
一
五
七
三
〜
一
六
一
九
）、
日
本

山
城
国
の
人
、
重
温
な
る
者
有
り
。
琉
球
に
雲
遊
し
、
其
の
神
に
許
愿
す
。
数
日
を

閲
せ
ざ
る
に
、
塗
に
一
婦
女
に
遇
ひ
て
炉
を
買
ふ
。
価
は
但
数
銭
な
り
。
而
し
て
家

に
回
り
て
之
れ
を
観
れ
ば
、
即
ち
黄
冠
金
な
り
。
重
温
、
旧
に
依
り
て
以
て
還
さ
ん

と
欲
し
、
更
に
携
へ
て
出
づ
。
果
し
て
其
の
婦
女
に
遇
ふ
。
婦
女
曰
く
、
吾
は
乃
ち

弁
財
天
女
な
り
。
汝
の
志
、
嘉
す
べ
し
。
故
に
特
に
之
れ
を
送
る
と
。
遂
に
清
風
に

化
し
て
去
る
。
此
れ
に
因
り
て
、
重
温
、
宮
を
其
の
森
の
東
に
建
て
、
以
て
便
ち
恩

を
謝
し
名
づ
け
て
内
金
宮
と
曰
ふ
。
後
亦
、
秀
昌
・
重
次
等
継
ぎ
て
拝
殿
を
建
つ
。

今
に
至
り
鶴
城
の
使
者
は
必
ず
石
燈
を
竪
て
、
或
い
は
資
金
を
発
し
て
、
宮
殿
を
修

葺
す
。
是
の
年
、
東
竜
寺
の
住
僧
盛
海
、
宮
殿
を
改
修
し
て
以
て
堅
牢
を
為
す
。
亦

神
像
を
請
安
し
て
、
以
て
祭
祀
に
便
す
。

さ
ら
に
資
料
１４
、
一
六
八
七
年
の
記
述
を
み
る
と
、
万
歴
年
間
に
山
城
の
重
温
が

琉
球
で
弁
財
天
に
出
会
い
、
こ
れ
を
奉
祀
す
る
た
め
唐
栄
（
久
米
村
）
の
東
に
内
金

宮
を
建
立
し
た
、
と
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
後
段
で
「
鶴
城
」、
す
な
わ
ち
鹿
児

島
藩
の
使
者
が
必
ず
石
燈
を
寄
進
し
た
り
、
宮
の
改
修
工
事
を
行
う
た
め
に
資
金
を

提
供
し
た
り
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。「
今
に
至
り
」
と

い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
一
六
八
七
年
前
後
に
は
慣
例
と
な
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と

だ
ろ
う
。
以
上
の
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
弁
財
天
に
関
連
す
る
記
事
は
薩
摩
と
の
政
治

的
・
文
化
的
連
関
が
濃
厚
で
あ
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

【
資
料
１５
】『
琉
球
国
由
来
記
』
巻
一
〇

始
創
弁
財
天
女
堂
記
附
再
修
事

原
、
夫
此
地
者
、
弘
治
十
五
年
壬
戌
（
一
五
〇
二
）
之
間
、
自
従
朝
鮮
国
王
、
献
方

冊
蔵
経
於
吾
朝
也
、
始
卜
此
地
、
創
輪
蔵
、
以
収
之
也
。
然
而
至
于
万
暦
三
十
七
己

酉
（
一
六
〇
九
）、
堂
亦
老
朽
、
経
亦
散
失
。
而
咸
成
空
地
矣
。
爾
来
至
于
天
啓
元

年
辛
酉
（
一
六
二
一
）、
尚
豊
王
詔
円
覚
住
持
恩
叔
曰
。
朕
聞
、
弁
才
天
女
者
、
為

吾
朝
第
一
之
守
護
神
也
。
雖
然
、
自
曩
古
、
未
曾
有
堂
。
想
是
於
経
蔵
之
遺
址
、
新

構
於
一
宇
之
堂
、
請
於
弁
才
天
女
像
、
而
欲
崇
敬
之
矣
。
恩
叔
、
鞠
躬
奏
曰
。
善
哉

大
王
。
幸
円
覚
方
丈
、
素
在
天
女
之
像
。
可
請
之
矣
。
仍
乃
、
続
其
地
、
吏
工
展
其

力
、
而
功
告
畢
也
。
是
即
像
堂
之
著
世
権
輿
也
。
…
抑
又
仰
古
像
、
支
体
分
離
、
而

不
儼
然
。
故
住
僧
説
三
、
奉

明
旨
、
以
至
于
康
煕
二
十
五
年
丙
寅
（
一
六
八
六
）、

請
新
像
於
扶
桑
也
。

一
方
、『
琉
球
国
由
来
記
』（
資
料
１５
）
に
は
、
弁
財
天
女
堂
の
創
始
と
修
復
に
関

す
る
記
事
が
み
え
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
弁
財
天
女
堂
の
あ
る
地
は
、
も
と
も
と
朝
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鮮
か
ら
将
来
し
た
経
典
類
を
奉
安
す
る
経
堂
が
あ
っ
た
が
、一
六
〇
九
年
に
突
然「
老

朽
」
し
て
し
ま
っ
た
、
と
あ
る
。
こ
れ
は
同
年
の
薩
摩
侵
入
と
関
連
す
る
と
言
え
る

だ
ろ
う
。
の
ち
一
六
二
一
年
に
、
尚
豊
王
は
、
弁
財
天
は
琉
球
第
一
の
守
護
神
で
あ

る
の
で
、
こ
れ
を
祀
る
場
所
を
創
建
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
、
こ
の
地
に
弁
財
天
女

堂
を
建
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
ま
た
そ
の
後
、
一
六
八
六
年
に
は
円
覚
寺

か
ら
移
し
た
弁
財
天
女
像
が
朽
ち
て
し
ま
っ
た
の
で
、
日
本
か
ら
新
し
い
像
を
将
来

し
た
と
も
あ
る
。
尚
豊
王
の
発
言
は
、
も
ち
ろ
ん
後
代
の
人
間
に
よ
っ
て
編
集
が
な

さ
れ
た
も
の
で
、
本
人
の
発
言
か
否
か
は
検
証
不
可
で
あ
る
が
、
琉
球
の
守
護
神
が

こ
の
時
代
を
画
期
と
し
て
弁
財
天
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
、
と
い
う
琉
球
の
人
々
の

認
識
の
発
露
と
は
言
え
ま
い
か
。
神
の
託
遊
が
尚
豊
王
の
時
代
以
降
無
く
な
っ
た
と

す
る
、
先
の
『
球
陽
』
の
割
注
と
交
差
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。

【
資
料
１６
】
識
名
盛
命
『
思
出
草
』（
一
七
〇
〇
）「
弁
財
天
女
を
祭
奉
り
し
こ
と
は
」

此
天
女
仏
ま
せ
し
世
に
、
宇
賀
神
王
と
現
し
給
ひ
、
信
教
の
も
の
に
は
福
田
を
ほ
と

こ
し
、
一
切
の
魔
土
を
し
り
そ
け
、
二
世
の
願
を
み
た
し
、
怨
敵
を
た
い
ら
け
、
愛

敬
を
え
せ
し
め
給
は
ん
、
と
の
御
誓
ひ
を
な
し
給
ふ
。
久
遠
の
む
か
し
は
、
正
法
明

如
来
と
号
し
て
仏
法
擁
護
の
た
め
、
衆
生
の
貧
を
転
し
、
福
を
さ
つ
け
給
ひ
、
ま
た

南
方
に
ま
し
〳
〵
て
は
無
量
寿
仏
と
号
し
、
娑
婆
の
世
界
に
て
は
、
女
意
輪
観
音
と

な
ん
。
き
こ
へ
し
か
ゝ
れ
は
こ
そ
、
わ
か
う
る
ま
に
も
、
出
給
ひ
て
、
国
を
鎮
護
し
、

ひ
や
う
ふ
の
嶽
、
へ
に
の
嶽
て
ふ
二
ツ
の
御
山
に
跡
を
た
れ
給
ひ
、
信
心
ふ
か
き
輩

に
は
、
今
も
現
形
し
お
か
ま
れ
給
ふ
と
な
ん
。
そ
の
御
か
た
ち
を
、
王
城
の
久
慶
門

の
あ
な
た
の
御
池
な
る
、
中
島
に
あ
か
め
奉
り
給
ひ
て
、
世
々
の
君
、
睦
月
、
皐
月
、

長
月
に
三
度
の
み
ゆ
き
あ
り
。
是
を
三
季
の
行
幸
と
申
。
さ
れ
は
、
上
を
ま
な
ふ
下

の
習
ひ
、
遠
き
島
人
ま
て
、
帰
依
満
仰
し
奉
ら
ぬ
は
な
か
り
き
。
か
ゝ
る
御
神
の
守

り
に
や
、
わ
か
君
の
御
末
葉
さ
か
へ
、
国
ゆ
た
か
に
、
民
や
す
く
し
て
、
か
ら
の
、

大
和
の
、
舟
路
お
た
や
か
に
、
み
つ
き
物
時
た
か
は
す
、
五
の
た
た
つ
物
み
の
り
吹

風
も
静
な
る
ら
し
な
と
、
法
の
師
の
談
義
め
き
て
い
へ
は
、
人
々
う
な
つ
き
、
信
お

こ
し
き
。

右
は
、
後
年
、
三
司
官
と
い
う
要
職
に
就
任
す
る
識
名
盛
命
が
、
王
府
の
年
頭
使

と
し
て
一
六
九
六
年
六
月
か
ら
翌
年
一
〇
月
の
任
期
を
終
え
て
薩
摩
か
ら
帰
国
す
る

ま
で
の
、
一
年
あ
ま
り
の
見
聞
や
出
来
事
を
記
し
た
紀
行
文
『
思
出
草
』
の
一
部
で

（
１５
）

あ
る
。「
信
教
の
も
の
に
は
」
以
下
の
文
章
は
、
弁
財
天
五
部
経
に
よ
っ
た
も
の
と

推
察
さ

（
１６
）

れ
る
が
、
弁
財
天
が
福
を
授
け
、
怨
敵
を
平
ら
げ
る
、
と
い
う
琉
球
の
守
護

神
と
類
同
す
る
性
格
を
も
っ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
た
の
ち
、
我
が
「
う
る

ま
」、
つ
ま
り
琉
球
の
「
ひ
や
う
ふ
の
嶽
」「
へ
に
の
嶽
」
の
二
所
に
跡
を
垂
れ
た
の

だ
、
と
述
べ
る
。「
ひ
や
う
ふ
の
嶽
」
と
は
首
里
城
守
礼
門
の
後
方
に
あ
っ
て
、
国

王
出
御
の
と
き
な
ど
重
要
な
儀
式
に
祈
願
し
た
と
い
わ
れ
る
拝
所「
園
比
屋
武
御
嶽
」、

「
へ
に
の
嶽
」
は
首
里
城
域
の
東
端
・
首
里
汀
良
町
に
位
置
し
、
久
高
島
、
斎
場
御

嶽
へ
の
遙
拝
所
が
あ
る
「
弁
ヶ
嶽
」
を
そ
れ
ぞ
れ
指
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
国
王
、

聞
得
大
君
を
中
心
と
す
る
王
城
儀
礼
の
中
心
と
な
る
至
聖
所
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
弁

財
天
が
跡
を
垂
れ
た
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
官
僚
ら
の
中
に
は
王
国
の
守
護

神＝

弁
財
天
で
あ
る
、
と
い
う
認
識
が
こ
の
時
代
に
は
す
で
に
存
し
た
と
言
っ
て
よ

い
の
で
は
な
い
か
。

４
、
弁
財
天
言
説
の
波
及

王
府
の
公
的
な
テ
キ
ス
ト
に
は
、
琉
球
の
守
護
神＝

弁
財
天
と
い
う
構
図
は
存
在

し
な
か
っ
た
が
、
王
府
の
官
僚
ク
ラ
ス
の
内
に
は
、
右
の
よ
う
に
琉
球
の
神＝

弁
財

天
と
い
う
認
識
が
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
言
説
は
、
地
方

の
島
々
に
も
繋
が
り
を
み
せ
て
ゆ
く
。
以
下
、『
琉
球
国
由
来
記
』
や
『
球
陽
』
作

成
の
た
め
の
資
料
と
し
て
、
地
方
間
切
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
地
方
旧
記
類
」
の
記
述

を
見
て
み
た
い
。
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【
資
料
１７
】『
御
嶽
由
来
記
』（
一
七
〇
七
）「
漲
水
御
嶽
」

漲
水
御
嶽
、
辨
才
天
女
。
首
里
天
加
那
志
美
御
前
御
爲
、
諸
船
海
上
安
隱
の
爲
、
諸

願
ニ
付
、
崇
敬
仕
候
事
。

…
其
後
經
數
百
暦
、
平
良
内
す
み
や
と
申
さ
と
に
富
貴
榮
耀
の
人
有
り
。
一
人
の
子

無
き
こ
と
を
歎
き
、
天
に
祈
け
れ
ば
、
神
德
感
に
應
て
、
軈
而
花
の
様
成
娘
を
儲
け
、

此
娘
生
立
に
隨
て
優
に
や
さ
し
き
粧
ひ
、
譬
へ
て
い
ふ
へ
き
方
な
れ
ば
、
高
き
賤
し

き
押
な
へ
て
、
娘
の
形
を
見
聞
人
、
う
き
物
思
ひ
の
種
子
と
成
て
、
こ
ゝ
ろ
迷
し
計

な
り
。（
略
）
娘
其
夜
の
夢
に
、
右
の
大
蛇
枕
本
に
來
り
、
我
ハ
是
、
往
古
此
島
草

創
の
戀
角
の
變
化
也
。
此
島
守
護
の
神
を
立
ん
と
て
、
今
爰
に
來
り
、
汝
に
お
も
ひ

を
掛
申
候
、
か
な
ら
す
三
人
の
女
子
産
み
へ
し
。
其
子
三
才
に
も
な
る
な
ら
は
、
漲

水
へ
抱
参
る
へ
し
と
夢
を
見
て
、
父
母
に
語
け
れ
ば
、
あ
ら
不
審
成
事
哉
。
夢
の
告

誠
な
ら
ば
、
歎
の
中
の
祝
ひ
な
り
と
お
も
ひ
、
生
る
ゝ
日
を
そ
待
け
れ
。
日
充
、
月

滿
十
ヶ
月
め
に
、
一
腹
三
人
の
女
子
を
産
み
申
候
。（
略
）
三
才
に
も
罷
成
候
間
、

示
現
の
通
、
漲
水
へ
抱
参
申
候
。
父
の
大
蛇
、
兩
眼
は
如
日
月
、
牙
は
劔
を
立
た
る

や
う
に
、
紅
の
舌
を
振
、
御
嶽
の
中
よ
り
這
出
、
首
は
藏
（
元
）
の
石
垣
に
仰
き
掛

り
、
尾
ハ
御
嶽
の
石
垣
に
振
掛
り
、
喚
き
叫
し
有
様
お
そ
ろ
し
き
、
魂
も
身
ニ
も
添

ず
、
息
も
絶
入
計
に
て
候
。
母
も
蛇
の
形
に
恐
懼
し
て
、
子
を
ば
抛
捨
去
り
申
候
。

三
人
の
若
子
、
何
こ
ゝ
ろ
も
な
く
蛇
に
這
掛
り
、
一
人
は
首
に
乗
り
、
一
人
は
腰
に

乗
り
、
一
人
は
尾
に
乗
り
、
ひ
し
と
抱
付
。
蛇
も
紅
涙
を
流
し
、
舌
を
以
子
を
吸
い
、

親
子
の
昵
を
い
た
し
候
。
則
三
人
共
、
當
島
守
護
の
神
と
な
ら
せ
給
ひ
た
る
よ
し
、

御
嶽
の
内
に
飛
入
、
掻
消
様
に
て
失
申
候
。
父
の
大
蛇
ハ
光
を
放
ツ
、
天
に
登
り
申

候
。
夫
よ
り
し
て
、
宮
古
の
氏
神
と
崇
申
候
。
…

宮
古
島
の
各
拝
所
の
創
成
を
記
し
た
『
御
嶽
由
来
記
』
に
は
、
宮
古
島
随
一
の
拝

所
で
あ
る
漲
水
御
嶽
の
祭
神
が
弁
財
天
で
あ
り
、
ま
た
航
海
守
護
の
神
で
あ
る
、
と

み
え
る
。
以
下
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
省
略
を
し
た
が
、
中
盤
は
い
わ
ゆ
る
三
輪
山
型
説
話

で
、
宮
古
の
創
世
神
か
つ
蛇
神
で
あ
る
恋
角
が
、
島
の
娘
に
夜
這
い
し
生
ま
せ
た
三

人
の
女
子
が
、
そ
の
後
、
御
嶽
の
神
と
し
て
示
現
す
る
と
い
う
展
開
を
と
っ
て
い
る
。

蛇
神
を
奉
斎
す
る
巫
女
神
、
と
い
う
構
図
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
神
が

（
宇
賀
）
弁
財
天
と
解
釈
さ
れ
る
の
は
理
解
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
三
女
神
と
い
う
取

り
合
わ
せ
か
ら
は
、「
三
面
六
臂
」
の
神
へ
と
繋
が
る
思
考
の
道
筋
も
見
え
て
く
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
、
こ
の
三
人
姉
妹
の
神
と
い
う
部
分
と
関
連
し
て
、
直
接
的
に
は
弁
財
天
を

指
示
す
る
文
言
は
な
い
が
、
弁
ヶ
嶽
に
降
臨
し
た
弁
財
天
と
関
わ
る
よ
う
な
言
説
が

地
方
旧
記
に
は
見
え
る
。

【
資
料
１８
】『
君
南
風
由
来
并
位
階
且
公
事
』（
一
七
〇
五
）

昔
、
神
代
之
時
ニ
、
姉
妹
御
三
人
女
あ
り
。
御
姉
ハ

首
里
弁
嶽
に
御
住
居
、
御
両

人
ハ
久
米
嶋
御
渡
海
、
御
住
居
を
御
分
た
ま
ふ
。
御
姉
ハ
東
嶽
御
妹
ハ
西
嶽
御
住
居

被
成
候
処
、
御
姉
ハ
八
重
山
嶋
御
渡
海
、
お
も
と
嶽
ニ
御
住
居
為
被
成
由
候
。
御
妹

ハ
西
嶽
ニ
御
安
堵
、
君
南
風
為
被
成
由
候
。
…

【
資
料
１９
】『
八
重
山
嶽
々
由
来
記
』（
一
七
〇
五
）「
天
川
御
嶽
・
名
藏
御
嶽
・
水
瀬

御
嶽
」

右
三
御
嶽
立
始
由
來
、
昔
名
藏
と
い
ふ
所
ニ
、
は
つ
か
ね
、
玉
さ
ら
兄
弟
、
妹
お
な

り
と
申
て
居
け
る
中
ニ
、
は
つ
か
ね
邪
心
強
力
の
も
の
に
て
、
大
ニ
驕
。
折
節
、
世

間
を
御
守
護
と
し
て
お
も
と
お
な
り
ニ
乗
移
、
御
め
し
す
り
ニ
、
姉
妹
御
三
人
、
大

和
■
（
ヨ
リ
）
お
き
な
か
な
し
江
御
渡
、
姉
神
ハ
首
里
辨
の
御
嶽
ニ
御
住
居
御
分
、

妹
神
ハ
、
御
兩
人
ハ
久
米
嶋
江
御
渡
、
御
住
居
御
分
、
兩
山
御
住
居
被
成
候
處
、
二

の
妹
御
神
御
住
居
山
ハ
、
姉
御
神
御
住
居
拾
（
給
）
ふ
山
■
（
ヨ
リ
）
卑
ニ
付
、
家

住
山
ニ
あ
ら
す
と
て
、
八
重
山
嶋
江
御
移
、
お
も
と
嶽
と
い
ふ
高
山
に
御
安
堵
、
神

― 46 ―



お
ほ
あ
る
じ
と
世
間
敬
候
。
…
當
嶋
、
神
始
、
是
也
と
傳
來
候
事
。

資
料
１８
は
久
米
島
の
最
高
神
女
・
君
南
風
の
由
来
を
語
っ
た
『
君
南
風
由
来
并
位

階
且
公
事
』
で
あ
る
。
神
代
に
三
人
姉
妹
の
女
神
が
お
り
、
長
女
は
弁
ヶ
嶽
、
二
女

は
八
重
山
・
於
茂
登
岳
、
三
女
は
久
米
島
・
西
岳
に
そ
れ
ぞ
れ
垂
臨
し
た
。
そ
の
う

ち
の
久
米
島
西
岳
の
女
神
が
、
君
南
風
の
祖
先
神
と
し
て
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
八
重
山
か
ら
提
出
さ
れ
た
『
八
重
山
嶽
々
由
来
記
』（
資
料
１９
）
に
至
っ

て
は
、
こ
の
三
人
姉
妹
の
神
は
、
大
和
か
ら
琉
球
に
渡
来
し
た
の
だ
と
述
べ
る
。
本

文
で
は
省
略
し
た
が
、
こ
の
八
重
山
の
神
の
力
を
み
る
と
、
大
猪
、
大
鯖
を
出
現
さ

せ
る
と
い
う
豊
穣
の
招
来
能
力
と
、
シ
ラ
ミ
を
集
ら
せ
人
を
殺
す
能
力
と
を
同
時
に

持
っ
て
い
る
と
い
う
。
つ
ま
り
信
奉
者
に
は
福
を
も
た
ら
し
、
不
信
の
者
に
は
不
幸

を
も
た
ら
す
禍
福
両
義
的
な
神
で
あ
り
、
王
府
の
テ
キ
ス
ト
で
語
ら
れ
た
琉
球
の
守

護
神
と
同
様
の
力
を
持
っ
た
存
在
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
同
時
に
、
そ
れ
は
宇
賀
弁
財

天
へ
も
置
換
し
う
る
能
力
で
あ
る
と
も
言
い
得
よ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
八
重
山
の
神

と
は
、
島
第
一
の
神
で
あ
る
オ
モ
ト
オ
オ
ア
ル
ジ
で
あ
り
、
同
時
に
こ
の
神
を
も
っ

て
八
重
山
の
神
道
が
始
ま
る
の
だ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
、
中
央
と
地
方
そ
れ
ぞ
れ

の
至
聖
所
の
神＝

最
高
神
女
を
姉
妹
と
し
て
結
ぶ
言
説
が
、
一
八
世
紀
初
頭
に
は
地

方
の
島
々
に
お
い
て
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
「
地
方
旧
記
類
」
の
成
立

に
は
、
王
府
の
地
方
支
配
の
た
め
の
施
設
で
あ
る
「
蔵
元
」
へ
派
遣
さ
れ
た
王
府
役

人
が
少
な
か
ら
ず
関
与
し
て
お
り
、
そ
の
思
想
的
影
響
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
時
代
が
下
る
が
、
一
九
世
紀
後
半
に
記
さ
れ
た
『
聞
得
大
君
御
殿
并
御
城

御
規
式
之
御
次
第
』（
一
八
七
五
年
）
の
「
聞
得
大
君
御
殿
毎
日
之
御
た
か
へ
」
に

は
「
御
抹
香
、
お
し
や
け
ら
し
み
し
や
う
ち
、
聞
得
大
君
加
那
志
前
の
、
御
願
み
し

や
う
ち
、
お
し
や
け
ら
し
み
し
や
い
へ
ん
、
御
火
鉢
御
す
し
加
那
志
前
、
金
の
御
す

し
加
那
志
前
、
聞
得
大
君
加
那
志
前
、
御
す
し
御
神
加
那
志
前
、
弁
財
天
加
那
志
前
、

古
よ
ろ
御
す
し
ま
さ
い
、
御
神
ま
さ
い
、
み
し
や
う
ち
、
…
」
と
あ
り
、
聞
得
大
君

が
毎
日
礼
拝
す
る
対
象
と
し
て
弁
財
天
が
み
え
る
。
最
後
の
聞
得
大
君
で
あ
っ
た
野

嵩
御
殿
へ
、
鎌
倉
芳
太
郎
が
取
材
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
や
は
り
聞
得
大
君
御
殿

の
拝
殿
に
は
「
弁
財
天
」
と
呼
ば
れ
る
図
像
が
掛
か
っ
て
い
た
と
い
う
。
鎌
倉
が
、

月
・
日
・
鳳
凰
・
馬
に
囲
ま
れ
た
そ
の
図
像
を
も
っ
て
「
国
土
の
祖
神
で
あ
る
母
な

る
神
の
象
徴
」
と
推
測
し
て
い
る
の
は
興
味

（
１７
）

深
い
。

こ
の
よ
う
に
聞
得
大
君
が
祈
願
す
る
対
象
が
、
琉
球
国
内
で
も
次
第
に「
弁
財
天
」

と
解
釈
さ
れ
て
ゆ
き
、
王
府
時
代
末
期
に
は
、
宗
教
的
最
高
権
力
者
で
あ
る
聞
得
大

君
さ
え
も
、
こ
れ
を
祖
先
神
的
存
在
と
し
て
享
受
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
が
日
本
か
ら
や
っ
て
き
た
神
で
あ
る
、
と
す
る
言
説
が
、
一

八
世
紀
初
頭
の
地
方
旧
記
類
に
見
え
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
説

空
間
を
支
え
る
背
景
と
し
て
、
当
然
、
当
時
の
政
治
的
背
景
を
考
え
る
必
要
が
出
て

く
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
弁
財
天
は
多
様
な
神
の
集
合
体
と
し
て
真
言
密
教
下
で
生
ま

れ
、
成
熟
し
た
も
の
で
も
あ
る
。
故
に
、
政
治
的
な
部
分
と
連
動
し
た
、
琉
球
宗
教

界
の
動
き
も
見
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

５
、
琉
球
仏
教
界
・
政
界
の
動
き
と
日
秀
伝
承

知
名
定
寛
に
よ
れ
ば
、
琉
球
は
仏
教
に
関
し
て
臨
済
宗
・
真
言
宗
の
二
宗
体
制
を

と
っ
て
お
り
、
と
も
に
一
四
世
紀
末
に
伝
来
・
定
着
し
た
と

（
１８
）

い
う
。
こ
の
両
宗
派
の

う
ち
、古
琉
球
時
代
に
特
に
力
を
持
っ
た
の
は
臨
済
宗
で
あ
っ
た
。日
本
と
の
交
流
・

交
易
の
た
め
に
、
王
府
が
外
交
手
腕
に
優
れ
た
禅
僧
を
、
そ
の
担
当
と
し
て
積
極
的

に
登
用
し
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
島
津
氏
と
の
関
係
悪
化
や
、
琉
球
天
界
寺
の
住

持
・
鶴
翁
の
発
言
に
「
彼
国
王
毎
即
位
。
必
建
一
寺
。
故
多
僧
侶
。
然
儒
亦
不
学
。

禅
亦
不
参
。
不
知
祖
宗
所
由
而
興
矣
」（
月
舟
寿
桂
『
幻
雲
文
集
』
室
町
後
期
）
と

み
え
る
よ
う
に
、
宗
教
者
と
し
て
の
怠
慢
な
ど
も
あ
り
、
徐
々
に
衰
退
し
て
ゆ
く
。

そ
し
て
一
六
〇
九
年
の
島
津
氏
の
侵
入
事
件
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
臨
済
宗
に
よ
る

独
占
的
な
王
国
と
の
関
係
は
終
焉
し
、
真
言
僧
が
そ
の
関
係
に
割
っ
て
入
る
よ
う
に
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な
る
。
ま
ず
大
き
な
変
化
は
、
一
七
世
紀
半
ば
に
真
言
寺
院
・
大
日
寺
が
首
里
に
建

立
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
ま
で
真
言
寺
院
は
那
覇
に
し
か
存
在
し
て
お
ら
ず
、

王
都
で
あ
る
首
里
に
建
立
さ
れ
る
こ
と
は
、
一
つ
の
大
き
な
画
期
で
あ
っ
た
と
い
え

る
だ
ろ
う
。

【
資
料
２０
】『
琉
球
国
由
来
記
』
巻
十
一
「
姑
射
山
神
応
寺
」

開
基
頼
慶
、
為
人
自
幼
敏
、
及
弱
冠
、
飛
錫
到
扶
桑
。
発
心
勇
猛
。
修
行
精
進
。
受

密
法
之
奥
旨
、
極
両
部
之
源
底
矣
。
終
学
儒
書
、
帰
来
住
東
寿
寺
。
于
時
兼
学
儒
釈

道
、
聴
世
。
尚
質
尊
君
、
詔
頼
慶
、
令
講
儒
書
。
従
遠
路
日
登

朝
。
念
勤
労
、
順

治
年
間
（
一
六
四
四
〜
一
六
六
一
）、
賜
創
建
大
日
如
来
堂
。

首
里
に
大
日
寺
が
建
立
さ
れ
た
理
由
は
右
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
真
言
僧
で
あ
る

頼
慶
が
、
尚
質
王
に
儒
教
の
侍
講
と
し
て
厚
遇
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
頼

慶
は
琉
球
真
言
宗
の
総
本
山
的
存
在
で
あ
る
波
上
・
護
国
寺
の
再
興
に
尽
力
し
た
人

物
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
『
球
陽
』
尚
貞
王
三
年
（
一
六
七
一
年
）
条
に
は
「
素
よ
り
真
言
宗
僧
は

権
現
明
神
を
供
奉
し
、
大
夫
・
内
侍
は
皆
波
上
山
に
属
す
。
而
し
て
其
の
三
寺
（
神

応
・
万
寿
・
聖
現
）、
禅
宗
僧
之
れ
に
住
持
す
。
是
れ
に
由
り
て
護
国
寺
住
僧
頼
昌

法
印
、
具
呈
し
て
懇
請
す
。
幸
に
兪
允
を
蒙
り
、
改
め
て
真
言
僧
寺
と
為
す
。」
と

あ
り
、
元
来
臨
済
宗
に
属
し
て
い
た
識
名
宮
・
神
応
寺
、
末
吉
宮
・
万
寿
寺
、
天
久

宮
・
聖
現
寺
が
、
護
国
寺
の
頼
昌
の
懇
請
に
よ
り
、
真
言
寺
院
へ
と
宗
旨
替
え
さ
れ

た
と
あ
る
。
識
名
、
末
吉
に
関
し
て
は
、
冒
頭
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
渡
唐
船
の
出

帆
に
際
し
、
王
自
身
が
参
詣
し
て
航
海
安
全
を
祈
願
す
る
寺
院
と
な
っ
て
い
た
点
は

見
逃
せ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
頼
昌
な
る
真
言
僧
は
、『
琉
球
国
由
来
記
』
に
「
尚
貞
聖
王
御

宇
、
護
国
寺
住
頼
昌
法
印
、
薩
州
遍
参
之
日
、
会
大
臣
羽
地
王
子
朝
秀
云
。
日
本
者

社
宮
皆
密
乗
也
。
諸
社
之
秘
法
、
諸
宗
之
差
別
、
神
仏
之
要
、
皆
談
話
而
帰
国
」
と

あ
っ
て
、
薩
摩
遍
参
の
お
り
羽
地
朝
秀
と
出
逢
い
、
先
の
三
カ
所
の
寺
院
の
宗
旨
替

え
を
説
い
た
と
あ
る
。
羽
地
朝
秀
は
、
島
津
侵
入
に
よ
り
疲
弊
し
た
王
国
を
再
建
し

た
大
政
治
家
で
あ
り
、
そ
の
政
治
的
理
念
の
支
柱
と
し
て
儒
教
が
あ
っ
た
こ
と
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
羽
地
を
摂
政
と
し
て
重
用
し
た
尚
質
王
は
、
先
に
見

た
よ
う
に
大
日
寺
を
首
里
に
建
立
す
る
ほ
ど
頼
慶
を
信
頼
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
。

知
名
が
「
儒
教
を
近
世
王
国
体
制
の
精
神
的
価
値
と
し
て
採
用
し
よ
う
と
す
る
羽
地

朝
秀
と
、
儒
教
を
摂
取
し
て
勢
力
拡
大
を
目
論
む
真
言
宗
側
と
の
思
惑
の
一
致
が

あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
す
る
と
こ
ろ
は
首
肯
さ

（
１９
）

れ
る
。
さ
ら
に
真
言
宗
の
王

国
へ
の
奉
祀
行
事
と
し
て
、
首
里
城
内
で
正
・
五
・
九
月
の
三
度
行
わ
れ
る
国
家
護

持
の
祈
祷
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
資
料
１７
に
み
え
る
弁
財
天
堂
へ
の
王
の
御
幸
と
も
連

動
し
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
れ
ら
真
言
宗
が
、
王
府
の
中
で
次
第
に
力
を
も
っ
て
い
っ
た
そ
の
下
支
え
に
お

い
て
、
日
秀
上
人
と
い
う
僧
侶
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、

と
推
測
さ
れ
る
。「
日
秀
上
人
伝
記
」（『
三
国
名
勝
図
絵
』
巻
之
四
十
）
や
「
開
山

日
秀
上
人
行
状
記
」（『
神
社
調
』「
大
隅
国
之
部
六
」、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
）

に
よ
る
と
、
日
秀
と
は
、
高
野
山
に
て
修
行
を
積
ん
だ
の
ち
、
発
願
し
て
那
智
の
海

岸
か
ら
補
陀
落
渡
海
を
こ
こ
ろ
み
た
真
言
僧
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
途
次
、
琉
球
・
金

武
村
の
海
岸
に
漂
着
し
、
王
府
の
厚
遇
を
受
け
な
が
ら
、
琉
球
各
地
の
寺
社
仏
閣
の

再
興
に
従
事
し
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
琉
球
を
離
れ
て
薩
摩
国
坊
津
に
到
り
、
島
津

氏
の
庇
護
を
得
、
一
五
五
五
年
、
坊
津
一
条
院
に
多
宝
塔
を
建
立
。
ま
た
島
津
氏
の

護
身
僧
と
し
て
そ
の
地
位
を
高
め
た
と
さ
れ
る
。

【
資
料
２１
】『
三
国
名
勝
図
絵
』
巻
之
四
十
・
大
隅
国
桑
原
郡
・
三
光
院

「
日
秀
上

人
伝
記
」

波
上
山
護
国
寺
は
、
真
言
宗
に
て
、
一
国
の
祈
願
所
な
り
。
上
人
を
以
て
開
山
と
す
。
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…
琉
球
に
今
真
言
宗
大
凡
二
十
余
寺
あ
り
。
皆
護
国
寺
の
支
派
な
り
。
護
国
寺
は
鹿

児
府
大
乗
院
の
営
下
な
り
。
琉
球
の
真
言
宗
あ
る
は
、
上
人
よ
り
始
ま
れ
り
。

前
掲
『
三
国
名
勝
図
絵
』（
一
八
四
三
年
）
所
収
「
日
秀
上
人
伝
記
」
に
は
、
波

上
山
護
国
寺
は
日
秀
上
人
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
と
さ
れ
、
鹿
児
島
の
大
乗
院
の
営
下

に
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
『
坊
津
町
郷
土
誌
』
所
収
「
琉
球
国
真
言
宗
符
牒
」
に
よ

（
２０
）

る
と
、
那
覇
の
護
国
寺
が
大
乗
院
の
末
寺
と
な
る
の
は
一
六
八
八
年
の
こ
と
で
、
年

代
が
合
わ
ず
、
本
来
的
に
は
日
秀
と
は
直
接
関
係
が
な
い
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、

伊
藤
聡
は
「
琉
球
の
密
教
寺
院
全
体
が
、
薩
摩
の
傘
下
に
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
も

の
」
だ
と
し
て

（
２１
）

い
る
。
こ
の
よ
う
に
日
秀
言
説
が
薩
摩
で
利
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う

事
実
は
重
い
。
さ
ら
に
日
秀
は
、
弁
財
天
と
関
わ
る
存
在
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
資
料

２２
か
ら
理
解
さ
れ
る
。

【
資
料
２２
】『
琉
球
国
由
来
記
』
巻
一
一
「
波
上
宮
護
国
寺
」
弁
財
天
対
面
石
（
或
名

腰
掛
石
）

波
上
山
門
外
路
上
、
有
円
囲
石
。
名
対
面
石
。
昔
日
秀
上
人
、
七
カ
日
毎
日
依
、
欲

参
請
于
弁
嶽
弁
財
天
。
自
其
次
夜
、
弁
財
天
垂
跡
、
立
于
石
上
、
与
日
秀
上
人
、
対

面
密
契
。
又
心
通
而
來
。
故
名
其
場
、
云
対
面
石
。（
囲
石
者
、
順
治
子
丑
之
年
間
、

団
垣
之
）

こ
の
伝
承
に
よ
る
と
、
護
国
寺
の
外
路
上
に
あ
っ
た
弁
財
天
対
面
石
は
、
日
秀
が

「
弁
嶽
」
の
「
弁
財
天
」
と
密
契
し
た
場
所
で
あ
る
と
い
う
の
だ
。
根
井
浄
は
「
日

秀
は
薩
摩
時
代
の
永
禄
四
年
（
一
五
六
一
）、
弟
子
の
良
源
に
弁
財
天
秘
法
を
伝
授

し
て
」
い
る
と
述
べ

（
２２
）

る
が
、
こ
れ
は
隼
人
町
立
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
「
日
秀
上
人

遺
品
関
係
資
料
」
中
に
あ
る
日
秀
自
筆
「
弁
財
天
八
印
一
明
大
事
」
を
基
に
し
た
指

摘
で
あ
ろ
う
。
当
該
資
料
は
、
弟
子
の
良
源
に
対
し
、
弁
財
天
と
合
一
す
る
た
め
の

密
教
の
秘
法
の
要
領
を
伝
授
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
日
秀
と
弁
財
天
と
の
関

連
は
、
他
の
部
分
か
ら
も
指
摘
で
き
る
。
中
世
に
お
い
て
は
、「
六
所
弁
才
天
」
と

し
て
天
川
・
厳
島
・
竹
生
島
・
箕
面
・
背
振
山
・
江
島
の
弁
才
天
が
著
名
で
あ
る
が
、

特
に
天
川
は
、
吉
野
と
熊
野
の
奥
の
院
と
い
う
位
置
付
け
を
も
つ
。
さ
ら
に
天
川
弁

才
天
は
弥
山
と
い
う
修
験
道
の
宗
教
的
権
威
の
源
泉
に
繋
が
っ
て
ゆ
き
、
金
峰
山
修

験
と
大
師
信
仰
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
と
い
わ
れ
て

（
２３
）

い
る
。
日
秀
が
、
ま
さ
に

高
野
山
で
修
行
を
積
み
、
熊
野
・
那
智
か
ら
補
陀
落
渡
海
を
試
み
た
真
言
僧
で
あ
っ

た
と
さ
れ
て
い
る
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
こ
に
天
川
弁
財
天
と
の
繋
が
り
を
見
い
だ

す
こ
と
が
容
易
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
に
、
本
来
的
に
存
し
た
弁
財
天
と
日
秀
の
強
い
繋
が
り
は
、
寺
社
縁
起

類
が
成
立
す
る
段
階
に
お
い
て
、
真
言
僧
の
関
与
に
よ
っ
て
増
幅
さ
れ
た
こ
と
が
想

像
で
き
る
。
藤
田
明
良
は
「
日
秀
が
坊
津
に
来
て
宝
塔
本
尊
の
仏
師
と
な
っ
た
の
は

決
し
て
偶
然
で
は
な
く
、
一
乗
院
側
の
意
図
的
な
人
選
と
周
到
な
根
回
し
が
あ
っ
た

に
違
い
な
い
。
さ
ら
に
そ
れ
が
可
能
と
な
る
た
め
に
は
、
波
之
上
護
国
寺
を
は
じ
め

と
す
る
琉
球
の
密
教
系
寺
社
と
一
乗
院
の
間
に
、（
中
略
）
人
や
情
報
が
頻
繁
に
移

動
す
る
よ
う
な
宗
教
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、

薩
摩
・
一
乗
院
と
琉
球
の
真
言
宗
世
界
と
の
浅
か
ら
ぬ
繋
が
り
を
指
摘
し
て

（
２４
）

い
る
。

一
乗
院
と
の
関
連
が
深
い
護
国
寺
の
真
言
僧
ら
が
、
日
秀
を
称
揚
す
る
の
は
ご
く
自

然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
の
護
国
寺
が
、
日
秀
を
起
点
に
島
津
氏
の
祈
願
所
で

あ
る
大
乗
院
と
関
係
を
も
つ
に
い
た
っ
た
、
と
い
う
言
説
が
『
三
国
名
勝
図
絵
』
に

記
さ
れ
る
こ
と
は
、
薩
摩
国
の
真
言
宗
世
界
を
介
し
て
、
琉
球
が
宗
教
的
に
絡
め
取

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
当
然
「
弁
嶽
」
の

「
弁
財
天
」
と
い
う
認
識
は
、
波
上
山
護
国
寺
の
僧
侶
た
ち
に
も
共
有
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
琉
球
に
お
い
て
日
秀
の
伝
承
と
と
も
に
語
ら
れ
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
『
三
国
名
勝
図
絵
』
巻
之
三
・
鹿
児
島
之
二
「
弁
才
天
廟
」
項
に
は
、
島
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津
氏
の
琉
球
侵
略
に
際
し
、
武
将
・
樺
山
久
高
の
も
と
へ
護
国
寺
の
弁
財
天
が
示
現

し
、「
我
を
供
養
せ
ば
、
汝
を
擁
護
す
べ
し
」
と
言
っ
た
、
と
い
う
伝
承
が
見
え
る
。

こ
の
伝
承
は
、
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
に
、
弁
才
天
女
廟
を
移
建
し
た
際
の
梁
文

に
記
さ
れ
て
い
る
、
と
当
該
本
文
中
に
指
摘
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
七
世
紀
末
に
は

薩
摩
に
お
い
て
す
で
に
語
ら
れ
て
い
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
琉
球
を
守
護
す
る
神

が
こ
れ
を
見
捨
て
、
薩
摩
に
力
を
貸
し
た
と
い
う
こ
の
よ
う
な
語
り
は
、
薩
摩
の
琉

球
支
配
の
正
当
性
を
物
語
る
文
脈
で
形
成
さ
れ
た
も
の
と
み
て
疑
い
得
な
い
。

こ
こ
に
連
動
し
て
あ
っ
た
の
が
、
先
述
し
た
羽
地
に
よ
る
政
治
・
宗
教
改
革
で
あ

ろ
う
。
羽
地
の
政
治
手
法
を
、
彼
の
記
し
た
「
羽
地
仕
置
」、
及
び
『
球
陽
』
の
記

事
か
ら
見
る
と
、
古
琉
球
以
来
の
宗
教
観
や
慣
習
を
排
す
べ
き
と
の
強
い
意
識
を

も
っ
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
わ

（
２５
）

か
る
。
そ
の
羽
地
の
改
革
の
中
で
見
逃
せ
な
い
の
が
、

聞
得
大
君
を
は
じ
め
と
し
た
神
女
お
よ
び
女
官
の
地
位
低
下
で
あ
る
。『
女
官
御
双

紙
』（
一
七
〇
六
）
を
み
る
と
、
今
ま
で
は
琉
球
の
王
権
の
中
で
女
性
の
最
高
位
に

あ
っ
た
聞
得
大
君
を
、「
大
清
康
熙
六
丁
未
年
」（
一
六
六
七
年
）
に
王
妃
の
次
位
へ

と
降
格
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
解
る
。「
羽
地
仕
置
」
に
も
、
行
政
か
ら
神
女
の
掌
る

祭
事
を
遠
ざ
け
る
よ
う
な
改
革
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
「
大
清
康
熙
六
丁

未
年
」
が
、
琉
球
に
お
け
る
弁
財
天
信
仰
の
興
隆
期
と
連
動
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

は
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
六
〇
九
年
の
島
津
侵
入
に
よ
っ
て
異
国
の
ま
ま
幕
藩
体
制
に
組
み
込
ま
れ
、
王

国
と
し
て
の
主
体
性
を
見
失
い
、
半
世
紀
近
く
も
混
迷
し
た
時
代
を
送
っ
た
琉
球
は
、

近
世
琉
球
期
へ
と
大
き
な
政
治
・
文
化
的
転
換
を
お
こ
な
う
な
か
で
、
新
し
い
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
模
索
し
た
。
そ
の
動
き
と
連
関
す
る
の
が
、
琉
球
の
守
護
神
の
、

弁
財
天
へ
の
同
化
・
置
換
で
は
な
か
っ
た
か
。
聞
得
大
君
ら
を
は
じ
め
と
す
る
神
女

の
地
位
低
下
と
、
こ
の
時
代
の
弁
財
天
信
仰
の
興
隆
、
お
よ
び
積
極
的
な
受
容
・
意

義
付
け
と
は
、
相
対
的
な
も
の
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、

国
頭
正
則
の
妻
が
、
こ
れ
ら
の
羽
地
の
改
革
と
軌
を
一
に
し
て
聞
得
大
君
に
就
任
し

て
い
る
こ
と
な
ど
も
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
薩
摩
と
関
連
を
も
っ
た
政
治
家
・

士
族
の
媒
介
を
も
っ
て
、
聞
得
大
君
と
弁
財
天
と
の
繋
が
り
が
形
成
さ
れ
た
可
能
性

は
否
定
で
き
な
い
。

お
わ
り
に

琉
球
へ
の
弁
財
天
信
仰
そ
の
も
の
の
流
入
は
、
熊
野
権
現
信
仰
が
将
来
さ
れ
た
一

四
世
紀
〜
一
五
世
紀
頃
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
考
え

（
２６
）

う
る
。
そ
れ
が
、
一
七
世
紀
初
頭
、

混
迷
の
世
紀
か
ら
の
脱
却
を
図
る
た
め
、
王
府
に
よ
り
着
手
さ
れ
た
内
部
改
革
に
上

手
く
乗
じ
る
か
た
ち
で
真
言
僧
ら
が
力
を
も
ち
、
彼
ら
に
よ
っ
て
琉
球
の
基
層
に
あ

る
聞
得
大
君
の
信
仰
を
下
支
え
に
し
な
が
ら
、
日
秀
の
事
績
と
併
せ
て
弁
財
天
の
功

徳
が
喧
伝
さ
れ
、
こ
の
時
代
に
思
い
出
し
た
か
の
よ
う
に
興
隆
し
た
可
能
性
が
高
い

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
王
府
に
よ
る
近
世
的
世
界
へ
の
転
換
と
い
う
要
請
か

ら
、
弁
財
天
は
旧
来
の
神
女
組
織
を
中
心
と
し
た
宗
教
政
策
に
組
み
込
ま
れ
、
次
第

に
そ
こ
に
融
合
し
、
浸
食
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
を
考
え
ね
ば
、

一
七
世
紀
中
葉
に
琉
球
第
一
の
守
護
神＝

弁
財
天
説
が
、
に
わ
か
に
活
況
を
呈
す
意

味
が
理
解
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
も
ち
ろ
ん
、
袋
中
の
『
琉
球
神
道
記
』
も
、

そ
う
い
っ
た
解
釈
を
補
強
す
る
材
料
と
し
て
一
役
買
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

ま
た
、
祀
る
者
（
司
祭
者
）
と
祀
ら
れ
る
者
（
神
）
と
の
同
一
視
は
普
遍
的
に
起

こ
り
う
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
天
孫
神
と
さ
れ
た
弁
財
天
は
、
そ
れ
を
祀
る
聞

得
大
君
と
も
同
体
と
な
る
こ
と
が
当
然
考
え
得
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
弁
財
天
に
は
航

海
神
と
し
て
の
功
徳
が
付
与
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。
日
本
の
船
頭
ら
が
、
龍

樋
の
水
を
聞
得
大
君
に
捧
げ
て
結
願
し
た
、
と
い
う
発
想
の
先
に
、
冒
頭
に
述
べ
た

よ
う
な
箕
隅
御
嶽
・
硫
黄
城
に
対
す
る
船
頭
ら
の
喜
捨
行
為
が
生
ま
れ
、
つ
い
に
は

祭
神
の
弁
財
天
へ
の
置
き
換
え
、
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
も
の
と
予
想
さ
れ
よ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
琉
球
に
お
け
る
弁
財
天
の
肥
大
化
は
、
そ
の
根
幹
と
し
て
薩
摩

に
よ
る
支
配
と
い
う
事
実
が
あ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
王
府
の
至
聖
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所
に
跡
を
垂
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
日
本
か
ら
や
っ
て
き
た
神
で
あ
っ
た
、
と
琉
球
の

人
々
自
ら
が
語
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
、
そ
の
顕
れ
を
見
る
べ
き
で
あ
る
。
琉
球
の

弁
財
天
と
は
、
薩
摩
と
の
政
治
的
・
文
化
的
な
関
係
の
中
で
、
次
第
に
増
幅
し
た
存

在
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

注

（
１
）
豊
見
山
和
行
「
航
海
守
護
神
と
海
域
―
媽
祖
・
観
音
・
聞
得
大
君
」（
尾
本

恵
市
ほ
か
編
『
海
の
ア
ジ
ア
５

越
境
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』
岩
波
書
店

二

〇
〇
一
年
）

（
２
）
『
頭
役
被
仰
付
候
以
来
日
記
』
は
、
現
在
琉
球
大
学
附
属
図
書
館
の
宮
良
殿

内
文
庫
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
本
資
料
本
文
は
、
当
該
図
書
館
が
提
供
し
て
い

る
画
像
か
ら
起
こ
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
３
）
前
掲
注
１
、
豊
見
山
（
二
〇
〇
一
）
参
照

（
４
）
西
郷
信
綱
・
外
間
守
善
校
注
『
お
も
ろ
さ
う
し
』（
日
本
思
想
大
系
）（
岩
波

書
店

一
九
七
二
年
）「
解
説
」
に
よ
る
。

（
５
）
真
栄
平
房
昭「
近
世
琉
球
に
お
け
る
航
海
と
信
仰
―
―
旅
の
儀
礼
を
中
心
に
」

（『
沖
縄
文
化
』
第
二
八
巻
第
一
号

一
九
九
三
年
）、
綱
川
恵
美
「
琉
球
に
お

け
る
媽
祖
信
仰
の
研
究
」（『
立
正
大
学

國
語
國
文
』
第
五
〇
号

二
〇
一
二

年
）
ほ
か
。

（
６
）
平
敷
令
治
『
沖
縄
の
祭
祀
と
信
仰
』
第
一
書
房

一
九
九
〇
年

（
７
）
陸
上
自
衛
隊
那
覇
駐
屯
地
業
務
隊
総
務
班
長
・
水
津
士
郎
氏
の
ご
教
示
に
よ

る
。

（
８
）
大
和
船
頭
の
喜
捨
記
事
は
、
資
料
２
、
箕
隅
御
嶽
の
由
来
譚
に
も
見
え
て
い

る
が
、
こ
の
伝
承
が
初
め
て
採
録
さ
れ
た
『
那
覇
由
来
記
』（
一
七
〇
九
）
に

は
、
喜
捨
に
関
す
る
記
述
は
存
在
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
伝
承
の
変
化
に

関
し
て
は
別
稿
を
期
し
た
い
。

（
９
）
山
本
ひ
ろ
子
『
異
神

中
世
日
本
の
秘
教
的
世
界
』（
平
凡
社

一
九
九
八

年
）、
真
喜
志
瑶
子
「
史
料
に
み
る
琉
球
の
弁
才
天
信
仰
」（『
南
島
史
学
』
四

二

一
九
九
三
年
）、
原
田
禹
雄
「
琉
球
を
守
護
す
る
神
」（『
人
文
学
報
』
八

六

二
〇
〇
二
年
）
ほ
か
。

（
１０
）
前
掲
注
９
、
山
本
（
一
九
九
八
）
参
照

（
１１
）
渡
辺
匡
一「
蛇
神
キ
ン
マ
モ
ン
―
―
浄
土
僧
袋
中
の
見
た
琉
球
の
神
々
―
―
」

（
季
刊
『
文
学
』
第
９
巻
・
第
３
号

岩
波
書
店

一
九
九
八
年
）

（
１２
）
島
村
幸
一
「
琉
球
神
道
記
」（
古
代
文
学
講
座
１１
『
霊
異
記
・
氏
文
・
縁
起
』

勉
誠
社

一
九
九
五
年
）

（
１３
）
沖
縄
大
百
科
辞
典
刊
行
事
務
局
編
『
沖
縄
大
百
科
事
典
』（
沖
縄
タ
イ
ム
ス

社

一
九
八
三
年
）
の
「
国
頭
正
則
」
項
（
田
名
真
之
執
筆
）
に
よ
る
。

（
１４
）
前
掲
注
１３
、
田
名
真
之
の
指
摘
に
よ
る
。

（
１５
）
池
宮
正
治
「
毛
起
竜
（
識
名
盛
命
）『
思
出
草
』：

翻
刻
と
注
釈
」『
日
本
東

洋
文
化
論
集
』（
８
）

琉
球
大
学

二
〇
〇
二
年

（
１６
）
前
掲
注
９
、
真
喜
志
（
一
九
九
三
）
参
照

（
１７
）
鎌
倉
芳
太
郎
『
沖
縄
文
化
の
遺
宝
』
岩
波
書
店

一
九
八
二
年

（
１８
）
知
名
定
寛
「
近
世
琉
球
仏
教
の
二
宗
体
制
に
つ
い
て
」（
島
村
幸
一
編
『
琉

球

交
差
す
る
歴
史
と
文
化
』
勉
誠
出
版

二
〇
一
四
年
所
収
）

（
１９
）
前
掲
注
１８
、
知
名
（
二
〇
一
四
）
参
照

（
２０
）
坊
津
町
郷
土
誌
編
纂
委
員
会
編
『
坊
津
町
郷
土
誌
』
一
九
六
九
年

（
２１
）
伊
藤
聡
「
渡
琉
僧
の
物
語
―
―
特
に
日
秀
上
人
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（
季
刊

『
文
学
』
第
９
巻
・
第
３
号

岩
波
書
店

一
九
九
八
年
）

（
２２
）
根
井
浄
「
補
陀
落
僧
の
琉
球
―
―
日
秀
上
人
を
中
心
に
―
―
」（
島
村
幸
一

編
『
琉
球

交
差
す
る
歴
史
と
文
化
』
勉
誠
出
版

二
〇
一
四
年
）

（
２３
）
前
掲
注
９
、
山
本
（
一
九
九
八
）
参
照

（
２４
）
藤
田
明
良
「
中
世
後
期
の
坊
津
と
東
ア
ジ
ア
の
海
域
交
流
―
―
『
一
乗
院
来
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由
記
』
所
載
の
海
外
交
流
記
事
を
中
心
に
―
―
」（
九
州
史
学
研
究
会
『
境
堺

か
ら
み
た
内
と
外

『
九
州
史
学
』
創
刊
五
〇
周
年
記
念
論
文
集

下
』
岩
田

書
院

二
〇
〇
八
年
）

（
２５
）
高
良
倉
吉
「
向
象
賢
の
論
理
」（
琉
球
新
報
社
編
『
新
・
琉
球
史

近
世
編

（
上
）』
琉
球
新
報
社

一
九
八
九
年

所
収
）

（
２６
）
加
地
順
人
『
沖
縄
の
神
社
』（
ひ
る
ぎ
社

二
〇
〇
〇
年
）
に
、
琉
球
へ
の

権
現
信
仰
の
流
入
に
関
す
る
考
察
が
あ
る
。

【
参
考
文
献
】（
発
表
年
度
順
）

・
真
喜
志
瑶
子
「
史
料
に
み
る
琉
球
の
弁
才
天
信
仰
」（『
南
島
史
学
』
四
二

一
九

九
三
年

所
収
）

・
根
井
浄
『
補
陀
落
渡
海
史
』
法
蔵
館

二
〇
〇
二
年

・
原
田
禹
雄
「
琉
球
を
守
護
す
る
神
」（『
人
文
学
報
』
八
六

二
〇
〇
二
年

所
収
）

・
知
名
定
寛
『
琉
球
仏
教
史
の
研
究
』
榕
樹
書
林

二
〇
〇
八
年

・
島
村
幸
一
編
『
琉
球

交
差
す
る
歴
史
と
文
化
』
勉
誠
出
版

二
〇
一
四
年

【
本
文
引
用
】

・『
琉
球
神
道
記
』
…
伊
藤
聡
・
原
克
昭
・
渡
辺
匡
一
「『
琉
球
神
道
記
』
巻
五
注
解
」

（
池
宮
正
治
・
小
峯
和
明
編
『
古
琉
球
を
め
ぐ
る
文
学
言
説
と
資
料
学
―
東
ア
ジ

ア
か
ら
の
ま
な
ざ
し
』
三
弥
井
書
店

二
〇
一
〇
年

所
収
）

・『
お
も
ろ
さ
う
し
』
…
西
郷
信
綱
・
外
間
守
善
校
注
『
お
も
ろ
さ
う
し
』（
日
本
思

想
大
系
）
岩
波
書
店

一
九
七
二
年

・『
中
山
世
鑑
』
…
横
山
重
他
編
「
琉
球
史
料
叢
書
」
東
京
美
術

一
九
七
二
年

・『
女
官
御
双
紙
』、『
御
嶽
由
来
記
』、『
君
南
風
由
来
并
位
階
且
公
事
』、『
八
重
山

嶽
々
由
来
記
』、『
八
社
縁
起
由
来
』
…
小
島
瓔
礼
校
注
『
神
道
大
系

神
社
編
五

十
二

沖
縄
』
神
道
大
系
編
纂
会

一
九
八
二
年

・『
琉
球
国
由
来
記
』
…
外
間
守
善
・
波
照
間
永
吉
編
『
定
本

琉
球
国
由
来
記
』

角
川
書
店

一
九
九
七
年

・『
球
陽
』
…
球
陽
研
究
会
編
『
球
陽
』（
沖
縄
文
化
史
料
集
成
５

角
川
書
店

一

九
七
四
年
）

・『
遺
老
説
伝
』
…
嘉
手
納
宗
徳
編
『
球
陽
外
巻

遺
老
説
伝
』（
沖
縄
文
化
史
料
集

成
６

角
川
書
店

一
九
七
八
年
）

・『
三
国
名
勝
図
絵
』
…
原
口
虎
雄
監
修
『
三
国
名
勝
図
絵
』
青
潮
社

一
九
八
二

年
・
冊
封
使
録
類
…
黄
潤
華
・
薛
英
編
『
國
家
圖
書
館
藏
琉
球
資
料
彙
編
』（
上
・
中
・

下
）

北
京
圖
書
館
出
版
社

二
〇
〇
〇
年
／
殷
夢
霞
・
賈
貴
榮
・
王
冠
『
國
家

圖
書
館
藏
琉
球
資
料
續
』（
上
・
下
）

北
京
圖
書
館
出
版
社

二
〇
〇
二
年

（
明
治
大
学
兼
任
講
師
）

― 52 ―


